
全
-
け
£
局
、
。
ル

第
四
十
巻

第
二
競

昭
和
五
十
六
年

九
月
設
行

唐
代
に
お
け
る
僧
尼
奔
君
親
の
断
行
と
撤
回

嘱

波

護

お四三 二ー は

じ

め

に

雄
敬
問
題
の
研
究
小
史

階
唐
初
に
お
け
る
不
奔
君
親
運
動

玄
宗
に
よ
る
俊
足
奔
君
親
の
断
行

僧
尼
奔
君
の
撤
回

わ

り

に

- 1 ー

t土

じ

め

tこ

南
北
朝
か
ら
惰
唐
に
か
け
て
の
中
圏
中
世
の
思
想
界
は
、
儒
併
道
の
三
数
が
三
幅
削
到
を
な
し
た
様
相
を
星
し
た
。
こ
の
時
代
に
お
け
る
併
敬

そ
れ
ら
の
数
義
が
知
識
人
た
る
土
大
夫
た
ち
の
精
神
生
活
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
宗
数
数
圏
と
し
て
園

家
権
力
と
社
舎
全
般
に
測
り
し
れ
ぬ
存
在
感
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ

て
、
と
り
わ
け
イ
ン
ド
渡
来
の
夷
秋
の
宗
教
で
あ
る
併
数

が
、
君
臣

・
父
子
と
い

っ
た
儒
敬
雄
数
主
義
に
の
っ
と
る
圏
家
秩
序
を
維
持
し
た
中
華
の
祉
舎
に
、
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
嬰
容
を
う
け
る

と
道
数
は
、

219 
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に
至
っ
た
か
を
跡
。つ
け
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代
を
劉
象
と
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
最
大
関
心
事
の

一
つ
と
い
え
よ
う
。

春
の
士
口
林
大
皐
で
開
催
さ
れ
た
古
代
史
分
期
問
題
討
論
曾
の
席
上
、
「
漢
貌
之
際
封
建
設
」
(
歴
史
研
究
一
九
七
九
年
第
一
期
所
枚
)
と
題
す
る
報

一
九
七
八
年
十
月
に
長

告
を
行
な

っ
て
、
競
菅
か
ら
封
建
吐
禽
が
始
ま
る
と
い
う
持
設
を
久
し
ぶ
り
に
展
開
し
た
何
五
全
氏
が
、
目
下
、
専
著

「貌
菅
南
北
朝
惰
唐
寺

院
経
済
』

を
執
筆
中
と
博
え
ら
れ
る
の
も
、
お
そ
ら
く
、
官
時
の
杜
舎
経
済
全
鎧
に
占
め
る
寺
院
経
済
の
重
要
性
を
深
く
認
識
さ
れ
た
上
で
の

こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
中
園
併
教
の
受
容
過
程
に
あ
っ
て
、
園
家
権
力
と
併
数
勢
力
と
の
針
決
な
い
し
括
抗
闘
係
を
象
徴
す
る
、

王
法
と
併
法
を
め
ぐ
る

論
争
、

い
わ
ゆ
る
踏
敬
問
題
が
、
唐
代
に
お
い
て
、
王
法
す
な
わ
ち
園
家
権
力
の
勝
利
の
う
ち
に
終
荒
し
た
と
す
る
通
説
に
再
検
討
を
加
え
ん

こ
と
を
意
固
す
る
。
躍
敬
問
題
は
、
中
闘
に
お
け
る
外
園
文
化
受
容
史
の
一
齢
で
あ
る
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
唐
宋
襲
革
期
に
お
け
る
園
家
権

力
の
強
弱
に
関
心
を
も
っ
者
に
と
っ
て
も
、
興
味
あ
る
テ
l
マ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

艦
敬
問
題
の
研
究
小
史

- 2一

唐
代
に
お
け
る
曜
敬
問
題
を
め
ぐ
る
動
向
を
跡
づ
け
る
に
先
だ
ち
、

ま
ず
躍
敬
問
題
に
関
す
る
従
来
の
研
究
史
の
素
描
を
し
て
お
こ
う
。

例
数
が
中
園
に
初
め
て
停
え
ら
れ
た
の
は
漢
代
で
あ
る
が
、
沙
門
た
ち
が
中
園
の
社
舎
に
影
響
力
を
設
揮
し
、
震
政
者
た
ち
に
併
数
数
圏
の

力
量
に
劃
す
る
警
戒
心
を
抱
か
せ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
四
世
紀
、
東
耳
目
の
治
世
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
具
睦
的
に
は
、
東
菅
の
威
康
六

年

(
三
四
O
)、
幼
少
の
成
帝
を
輔
佐
す
る
庚
泳
が
、
沙
門
も
王
者
に
敬
膿
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
に
反
射
す
る
尚
書
令
の
何
充
ら
と
の

聞
に
か
わ
し
た
、
最
初
の
躍
敬
論
争
、
六

O
年
後
の
元
輿
元
年
(
四
O
一
一
)
、
帝
位
裳
奪
を
目
前
に
し
た
桓
玄
が
、
沙
門
は
や
は
り
王
者
に
敬
雄

す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
中
央
政
府
の
八
座
や
王
誼

・
慧
遠
と
の
聞
に
展
開
し
た
第
二
次
雄
敬
論
争
と
し
て
表
面
化
し
た
。
し
か
し
、
沙
門
た

ち
に
、
併
法
よ
り
も
王
法
の
優
位
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
二
回
に
わ
た
る
試
み
は
、
い
ず
れ
も
不
震
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
併
数
数

囲
の
粛
正
を
せ
ま
る
桓
玄
の
主
張
に
も
理
由
の
あ
る
こ
と
を
認
め
、
自
主
規
制
の
い
わ
ゆ
る
「
遠
規
」
を
制
定
し
た
慧
遠
で
は
あ
っ
た
が
、



「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
五
篇
を
執
筆
し
て
、
沙
門
の
王
者
へ
の
敬
曜
に
射
し
て
は
、

わ
た
る
躍
敬
論
争
の
論
黙
に
つ
い
て
は
、
板
野
長
八
「
東
菅
に
お
け
る
併
徒
の
躍
敬
問
題
」
〈
東
方
翠
報
・
東
京
第
十
一
の
二
、

し
い
。

つ
い
に
安
協
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
回
に

一
九
四

O
年
)
に
詳

併
数
受
容
に
あ
た
っ
て
の
併
法
と
王
法
と
の
聞
の
緊
張
関
係
は
、
東
菅

・
南
朝
と
胡
族
治
下
の
北
地
・
北
朝
と
で
は
、

に
し
た
。
東
音
治
下
で
慧
遠
が
沙
門
不
敬
王
者
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
ろ
、
北
の
卒
城
に
都
し
た
ば
か
り
の
北
貌
で
は
、
僧
官
の
道
人
統
に
任

ま
っ
た
く
様
相
を
異

ぜ
ら
れ
信
徒
を
統
監
し
た
法
果
が
、

い
つ
も
「
太
租
は
明
叡
に
し
て
道
を
好
む
。
即
ち
こ
れ
嘗
今
の
如
来
な
り
。
沙
門
は
宜
し
く
臆
に
躍
を
霊

す
ベ
し
」
と
い
っ
て
常
に
奔
を
致
し
、
人
に
は
「
能
く
道
を
ひ
ろ
む
る
者
は
人
主
な
り
。

つ留

に
躍
す
る
の
み
」
と
い
っ
て
レ
た
(
貌
書
稗
老
志
)
と
い
う
。

わ
れ
は
天
子
を
奔
す
る
に
あ
ら
ず
、
乃
わ
ち
是
れ
俳

こ
こ
で
い
う
道
は
併
数
を
意
味
す
る
。

こ
の
例
法
と
王
法
と
の
葛
藤
に
焦
貼
を

合
せ
て
中
園
に
お
け
る
併
数
の
受
容
史
を
要
領
よ
く
整
理
し
た
の
が
、
塚
本
善
隆
「
シ
ナ
に
お
け
る
併
法
と
王
法
」
(
宮
本
正
傘
編
『
併
教
の
板
本

質
理
i
併
教
に
お
け
る
根
本
県
理
の
歴
史
的
形
態
|
』
一

九
五
六
年
、
三
省
堂
刊
、
所
枚
。

『
塚
本
義
国
隆
著
作
集
』
に
は
枚
録
さ
れ
て
い
な
い
)
で
あ
っ
た
。
こ

の
論
文
は
、
第
一
節

躍
数
園
家
主
義
と
併
法
受
容
、
第
二
節

江
南
東
菅
に
お
け
る
知
識
人
の
併
法
受
容
、
第
三
節

胡
族
治
下
、
北
地
の

- 3ー

王
法
と
併
法
、
第
四
節

北
貌
の
皇
帝
即
如
来
論
及
び
臣
僚
翼
質
の
併
敬
、

の
四
節
か
ら
な
る
。
そ
し
て
第
三
節
の
三
は
、

タ
併
数
受
容
過
程

に
お
け
る
羅
什
・
慧
遠
・
法
果
の
三
つ
の
在
り
方
e

と
題
し
て
、
在
俗
の
維
'
摩
居
士
の
併
数
健
得
の
深
さ
を
務
揚
す
る
維
摩
鰹
に
親
し
ん
だ
挑

秦
園
王
も
外
園
信
で
あ
る
鳩
摩
羅
什
も
妻
帯
生
活
を
反
併
数
生
活
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
ま
た
、
江
南
の
慧
遠
が
あ

く
ま
で
も
「
方
外
の
土
」
と
し
て
園
王
へ
の
櫨
を
拒
否
し
た
の
は
併
数
借
の
正
嘗
な
態
度
と
例
数
界
か
ら
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
東
菅
で
は

王
権
か
強
化
さ
れ
て
い
ず
、
方
外
の
生
活
態
度
が
向
ば
れ
て
い
た
社
舎
で
あ
っ
た
か
ら
、
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
北
シ
ナ
の
強
大
な
胡
族

専
制
君
主
権
の
下
で
は
、
法
果
の
態
度
が
併
数
存
績
弘
布
の
た
め
に
は
さ
け
難
い
も
の
で
あ
っ
た
、
と
論
じ
ら
れ
た
。
第
四
節
の
。
三
仁
王

般
若
・
究
網
の
新
経
作
製
に
よ
る
信
官
併
数
へ
の
思
想
批
判
。
で
は
波
斯
匿
王
を
封
者
と
し
て
信
官
制
を
非
併
法
と
警
告
す
る
仁
王
般
若
経

「出
家
人
の
法
、
園
王
に
向
い
て
躍
奔
せ
ず
、

父
母
に
向
い
て
膿
奔
せ
ず
、

六
親
に
敬
せ
ず
、
鬼
神
に
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と
、
や
は
り
同
じ
趣
旨
を
読
き
つ
つ
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離
せ
ず
」
と
出
家
者
の
不
奔
王
父
母
を
明
示
す
る
究
網
経
に
つ
い
て

思
う
に
こ
の
二
躍
は
共
に
鳩
摩
羅
什
の
諜
と
な
っ
て
レ
る
が
、
恐
ら
く
第
五
世
紀
代
に
、
慧
遠
の
不
奔
王
者
の
巌
た
る
態
度
を
支
持

し
、
鳩
摩
羅
什
の
頃
か
ら
南
北
シ
ナ
共
に
立
て
ら
れ
盛
に
な

っ
て
行
っ
て
い
た
信
官
制
に
反
射
す
る
併
徒
に
よ
っ
て
、
併
の
権
威
を
か
り

て
宣
読
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
翻
語
併
典
で
あ
る
か
、

シ
ナ
撲
連
経
で
あ
る
か
は
、

し
ば
ら
く
お
い
て
問
わ
ず
と
も
、
こ
の
二
躍
が

共
に
、
南
北
朝
の
中
頃
か
ら
惰

・
唐
に
わ
た
っ
て
併
教
界
に
特
に
重
要
傍
典
と
し
て
大
に
宣
布
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

王
法
・
傍
法
制
到

決
の
問
題
に
関
連
す
る
併
徒

|
1
特
に
正
義
汲
併
徒
と
で
も
云
う
べ
き
信
界
指
導
者
の
、
切
質
な
反
省
で
あ
り
要
墓
で
あ
っ
た
と
見
て
よ

レ
も
の
で
あ
る
。

と
述
べ
、
最
後
に

。五

晴
唐
以
後
に
お
け
る
王
法
と
併
法
。
と
題
す
る
、
ご
く
短
か
い
小
節
で
締
め
く
く
り
、

以
上
、
北
親
を
中
心
と
す
る
王
法
例
法
の
関
係
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
惰
唐
以
来
の
王
法
併
法
針
決
の
こ
と
を
略
記
す
れ
ば
、
惰

・

唐
初
に
は
「
併
法
は
王
法
を
超
越
す
る
、
出
家
は
王
法
の
治
外
法
権
に
あ
り
、
雄
数
は
信
尼
を
拘
束
せ
ず
」
と
の
主
張
が
中
央
に
お
け
る
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倫
徒
に
よ
っ
て
も
強
力
に
主
張
さ
れ
、
皇
帝
も
妥
協
を
蝕
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
唐
朝
で
は
、
儒
数
遵
数
の
併
教
に
劃
す
る
優
位
が
決

定
せ
ら
れ
、
玄
宗
の
朝
に
は
倫
も
臣
と
稀
す
る
こ
と
に
な
り
、
寺
に
皇
帝
の
像
を
安
置
し
皇
帝
誕
生
の
祝
儀
を
聞
挙
行
す
る
な
ど
、
帝
王
権

翼
賛
の
こ
と
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
臣
と
稿
す
る
こ
と
は
次
で
中
止
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
宋
の
中
央
集
権
の
官
僚
濁
裁
園
家
が

成
立
し
て
以
来
は
、
倫
が
王
に
射
し
臣
と
稿
し
躍
を
す
る
の
が
首
然
と
な
り
、
全
く
例
数
は
王
様
の
隷
属
に
安
ず
る
情
勢
に
な
っ
た
。

と
論
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

後

惰
唐
初
に
あ
っ
て
は
園
家
権
力
に
安
協
を
除
儀
な
く
さ
せ
て
い
た
併
数
側
が
、

と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
観
黙
は
、
南
北
朝
以
衆
つ
づ
い
て
き
た
貴
族
制
祉
舎
が
唐
中
期
に
崩
壊

し
、
か
わ
っ
て
宋
以
後
の
君
主
濁
裁
の
官
僚
祉
舎
が
出
現
す
る
と
み
る
政
治
史
、
社
曾
史
の
と
ら
え
方
と
う
ま
く
整
合
し
て
、
説
得
力
を
も
っ

つ
い
に
屈
服
し
て
し
ま
っ
た
、

つ
ま
り
塚
本
氏
は

玄
宗
朝
以

つ
い
で
島
田
慶
次
氏
は
「
桓
玄
|
慧
遠
の
躍
敬
問
題
」
〈
『
慧
遠
研
究

菅
時
代
の
庚
泳
と
何
充
と
の
、
そ
し
て
桓
玄
と
八
座

・
王
強

・
慧
遠
ら
と
の
、
二
度
に
わ
た
る
躍
敬
論
争
に
闘
す
る
難
解
な
往
復
書
簡
に
丁
寧

か
に
み
え
る
。

研
究
第
』
一
九
六
二
年
、
創
文
社
刊
、
所
牧
)
を
執
筆
し
、
東



な
課
註
を
施
こ
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
板
野
長
八
氏
が
、
こ
の
躍
敬
問
題
を
総
括
し
て
、
不
奔
の
目
的
の
貫
徹
さ
れ
た
の
は
寅
は
王
者
の
寛
容

と
述
べ
ら
れ
た
黙
に
異
議
を
挟
ま
れ
、
桓
玄
l
慧
遠
の
躍
敬
問
題
に
つ
い
て
、

に
よ
る
も
の
で
あ
る
、

れ
と
同
様
、

要
す
る
に
こ
の
黙
に
闘
す
る
か
ぎ
り
の
私
の
結
論
は
卒
凡
な
も
の
で
あ
る
。
い
わ
く
、
こ
の
た
び
の
瞳
敬
問
題
は
、
庚
泳
l
何
充
の
そ

王
者
の
側
か
ら
瑳
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
、

理
論
的
に
も
傍
数
側
を
論
破
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
貫
際
上
も
、
挫
折

に
お
わ
っ
た
。
挫
折
に
お
わ
っ
た
理
由
は

『
王
者
側
の
寛
容
』

『
王
権
の
弛
緩
』
に
よ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
質
力
不
足
よ
り
し

て
強
行
し
お
お
せ
な
か
っ
た
、

と
い
う
の
が
員
相
に
ち
か
い
よ
う
に
思
え
る
、
と
。

と
い
う
見
解
を
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
結
論
を
導
く
に
至
る
ま
で
の
論
誼
の
手
績
き
は
、
歴
史
解
稗
の
一
典
型
を
示
し
、
時
代
区
分
を
め
ぐ
る
研

究
史
の
上
か
ら
も
興
味
ぶ
か
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
島
田
氏
が
、
以
上
の
結
論
の
文
章
に
つ
づ
け
て
、

以
後
、
南
朝
を
通
じ
て
王
権
の
側
は
、
信
正
そ
の
他
の
僧
官
の
制
度
i

l
そ
れ
は
た
し
か
に
沙
門
の
王
擢
へ
の
屈
伏
の
第
一
歩
で
あ
る

ー
ー
を
整
備
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
併
数
の
掌
握
に
努
力
す
る
が
、
王
・
併
封
立
の
焦
黙
あ
る
い
は
頂
黙
と
も
い
う
べ
き
躍
敬
問
題

は
、
依
然
、
解
決
せ
ず
|
|
沙
門
側
の
反
抗
を
激
勘
し
た
も
の
は
、
つ
ね
に
慧
遠
の
先
例
で
あ
っ
た
|
|
そ
れ
が
ほ
ぼ
櫨
敬
に
定
ま
っ
た

の
は
唐
代
、
完
全
に
臣
躍
を
と
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
越
宋
に
入
っ
て
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
王
権
の
成
長
と
ま
さ
し
く
相
い

一5 ー

表
裏
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

(
四
六
三
頁
)

と
述
べ
ら
れ
た
部
分
の
最
後
は
、
氏
自
身
、
論
文
の
冒
頭
で
併
誼
す
る
よ
う
希
望
し
て
お
ら
れ
る
塚
本
氏
の
前
掲
論
文
の
所
設
を
、

援
用
さ
れ
た
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

そ
の
ま
ま

と

こ

ろ

で

、

先

年

刊

行

さ

れ

た

鎌

田

茂

雄

氏

の

『

中

園

例

数

史

』

序

文

の

な

か

で

、

は
数
理
史
に
も
数
圏
史
に
も
偏
す
る
こ
と
な
く
併
数
が
中
園
の
大
地
と
祉
舎
に
あ
っ
て
如
何
に
中
園
的
に
襲
容
し
、
漢
民
族
に
適
臆
し
、

(
岩
波
全
書
、

一
九
七
八
年
、
岩
波
書
庖
刊
)
は

「
本
書そ
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の
精
神
生
活
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
勲
を
解
明
す
る
た
め
、
そ
の
歴
史
的
絞
遮
を
意
園
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
闘
に
お
け

る
併
数
の
饗
遷
は
、
勝
れ
て
政
治
的
で
あ
る
た
め
、
園
家
権
力
と
併
数
数
圏
の
閲
係
は
き
わ
め
て
密
接
で
あ
る
。
そ
の
た
め
政
治
と
併
数
、
祉
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舎
と
例
数
と
の
関
係
の
紋
述
に
意
を
用
い
た
。
」
と
自
負
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

に
も
数
圏
史
に
も
片
寄
ら
ず
に
紋
速
さ
れ
た
恰
好
の
中
園
俳
数
史
で
あ
る
か
ら
、

数
理
史

多
く
の
讃
者
を
も
つ
も
の
と
藻
想
さ
れ
る
。

し
か

-3
 

鎌
田
氏
が
本
書
の
第
十
章
の
第
一
節
「
唐
代
俳
数
の
園
家
的
性
格
」
の
冒
頭
に
多
沙
門
不
敬
王
者
論
の
終
貴
仁
の
小
見
出
し
を
掲
げ
た

「
唐
代
に
は
統
一
園
家
が
建
設
さ
れ
、
園
家
意
識
が
強
く
な
り
、
中
華
思
想
が
昂
揚
さ
れ
る
に
至
り
、
王
法
の
下
に
併
法
が
従
属
す
べ
き

先
人
の
積
み
重
ね
て
き
た
研
究
業
績
を
踏
ま
え
て
、

今
後
、

し上原
則
が
定
め
ら
れ
、
倫
尼
の
犯
罪
に
開
す
る
規
定
が
園
法
の
中
に
明
記
さ
れ
、
信
園
の
統
制
に
嘗
る
官
職
に
も
必
ず
し
も
信
侶
を
紋
任
せ
ず
、

俗
官
を
し
て
こ
れ
に
嘗
ら
し
め
る
に
至
っ
た
。
」
と
書
き
だ
さ
れ
、

そ
れ
に
つ
づ
け
て
、

唐
代
俳
教
が
園
家
権
力
の
下
に
従
属
さ
れ
た
一
誼
左
と
し
て
見
る
べ
き
は
、
沙
門
不
敬
王
者
論
が
初
唐
に
一
度
勃
渡
し
て
後
、
永
久
に

影
を
潜
め
た
一
事
で
あ
る
。
高
宗
の
額
慶
二
年
(
六
五
七
)
二
月
の
詔
で
は
、
倫
尼
が
自
己
の
父
母
隼
属
を
敬
せ
ず
し
て
、
か
え
っ
て
父
母

よ
り
曜
奔
を
受
け
て
い
る
事
賓
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
人
倫
に
惇
る
も
の
と
し
て
巌
禁
し
た
(
『唐
禽
要
』
各
五
十
)
。
高
宗
の
龍
朔
二
年
(
六

六
二
〉
四
月
に
は
沙
門
が
君
親
に
躍
奔
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
(『
庚
弘
明
集
』
巻
十
五
)
。

が
最
初
で
あ
る
。

不
奔
王
者
と
不
奔
父
母
と
は
不
離
の
関
係
に
あ
り
、

不
奔
父
母
が
公
式
に
非
難
さ
れ
た
の
は
こ
の
時

中
園
固
有
思
想
か
ら
見
る
と
、

瞳
を
破
る
も
の
で
あ
る
。

- 6 ー

こ
の

時
、
大
荘
厳
寺
威
秀
や
、
西
明
寺
道
宣
等
か
反
封
運
動
を
起
こ
し
、
堂
々
と
反
謝
意
見
を
の
ベ
た
結
果
、
詔
敷
が
で
て
不
奔
王
者
の
問
題

は
取
り
消
さ
れ
、

父
母
の
み
奔
を
致
す
べ
し
と
命
じ
た
。
こ
の
詔
も
例
数
徒
の
反
針
に
あ
い
、

つ
レ
に
無
放
に
開
し
、
爾
来
こ
の
問
題
は

永
久
に
移
鷲
す
る
に
至
っ
た
。
云
々
。

(二

O
六
頁
〉

と
述
べ
ら
れ
た
箇
所
は
、
再
吟
味
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
、
注
記
さ
れ
て
い
る
、
古
同
雄
義
竪
「
中
園
例
数
と
中
世
の
園
家
意
識
」

令
中
園
例
数
史
論
』
一
九
五
二
年
、
卒
楽
寺
書
庖
刊
、
所
枚
)
の
「
四
唐
代
併
数
の
園
家
的
性
格
」
(
四
七
頁
〉
の
文
章
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
採
用
し
、

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
箇
所
は
、
論
理
の
筋
が
ま
っ
た
く
通
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
吋

表
現
を
や
や
手
直
し
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

唐
代
俳
敬
、
が
園
家
権
力
の
下
に
従
属
さ
れ
た
、
す
な
わ
ち
併
法
が
王
法
の
下
に
従
属
さ
れ
た
こ
と
は
、
沙
門
不
敬
王
者
論
が
初
唐
に

一
度
勃
護

し
て
以
後
、
永
久
に
影
を
漕
め
た
こ
と
か
ら
分
る
、

と
さ
れ
る
論
旨
と
、
そ
れ
を
解
説
し
て
、
傍
数
徒
に
よ
る
反
針
運
動
に
よ
っ
て
奔
王
者
と



奔
父
母
の
命
は
、

に
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
る
結
論
と
は
正
反
射
で
あ
る
と
し
か
受
取
れ
な
い
。
何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

つ
い
に
無
殺
に
信
仰
し
、
爾
来
こ
の
問
題
は
永
久
に
終
正
局
す
る
に
至
っ
た
、
す
な
わ
ち
併
法
は
王
法
に
従
属
す
る
こ
と
は
永
久

れ
は
、
鎌
田
氏
が
依
接
さ
れ
た
高
雄
氏
の
論
文
が
お
お
ら
か
で
あ
っ
た
の
が
主
因
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
、
氏
が
や
は
り
注
記
さ
れ
て
い
る
、

道
端
良
秀
「
唐
代
の
僧
尼
不
奔
君
主
論
|
|
唐
代
併
数
の
倫
理
性
|
|
」
(
印
度
皐
併
数
回
学
研
究
第
二
各
第
二
鋭
、

一
九
五
四
年
)
お
よ
び
そ
れ
の
増

補
版
と
も
い
う
べ
き
同
『
唐
代
俳
数
史
の
研
究
』
(
一
九
五
七
年
、
法
裁
館
刊
〉
の
第
三
章
第
五
節
「
僧
尼
の
君
親
に
劃
す
る
奔
不
奔
の
論
争
」

の
所
読
が
、
高
雄
論
文
と
う
ま
く
適
合
し
な
か
っ
た
こ
と
も
、
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

道
端
氏
の
論
考
は
、
唐
の
彦
保
が
編
速
し
た
『
集
沙
門
不
麿
奔
俗
等
事
』
六
巻
に
主
と
し
て
依
り
つ
つ
、
道
宣
編
の
『
康
弘
明
集
』
巻
二
十

五
、
お
よ
び
全
唐
文
所
牧
の
詔
敷
文
を
参
考
に
し
て
、
唐
初
以
来
の
、
借
尼
不
奔
君
親
問
題
の
展
開
を
跡
、
、
つ
け
た
上
、
奔
君
親
論
者

・
不
奔
君

親
論
者
た
ち
の
主
張
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
論
黙
を
要
約
さ
れ
た
も
の
で
、
唐
代
に
お
け
る
瞳
敬
問
題
を
扱
っ
た
初
め
て
の
専
論
で
あ
っ
た
。
道
端

氏
は
、
唐
の
太
宗
朝
・
高
宗
朝
に
お
い
て
、
信
尼
に
奔
父
母
、
あ
る
い
は
奔
君
親
を
強
い
る
試
み
が
挫
折
に
終
っ
た
だ
け
で
な
く
、
玄
宗
が
開

元
二
年
(
七
一
四
)
二
月
に
父
母
へ
の
致
奔
を
命
じ
た
詔
も
間
も
な
く
停
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
し
て
、
全
唐
文
巻
三

O
に
掲
げ
る
「
令
信
尼
無

奔
父
母
詔
」
の
全
文
を
採
録
さ
れ
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て
、
玄
宗
は
員
に
併
数
の
理
解
者
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
述
べ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

粛
宗
の
上
元
二
年
(
七
六
一
〉
九
月
に
、
「
自
今
己
後
、
借
尼
等
は
朝
曾
に
皆
臣
と
稀
し
、
及
び
艦
奔
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
詔
が
下
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
大
宋
健
史
略
の
著
者
の
賛
寧
が
「
斯
れ
乃
ち
開
元
中
に
信
道
を
し
て
奔
せ
し
む
る
に
因
っ
て
、
時
に
み
な
臣
と
稿
せ
し
も
、
是
に

- 7 ー

至
っ
て
方
め
て
菟
る
る
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
が
、

「
開
元
中
の
致
奔
は
、
天
子
で
は
な
く
て
父
母
に
劃
す
る
も
の
で
あ
り
、

且
つ
間
も
な
く

停
止
さ
れ
た
も
の
で
、
粛
宗
迄
こ
の
詔
が
放
力
を
渡
し
て
居
る
筈
は
な
い
。

若
し
そ
れ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
天
子
の
も
の
で
な
く
、

父
母
致

。。

奔
で
あ
る
か
ら
、
彼
賛
寧
の
考
察
は
、
何
か
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
」

と
ま
で
断
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
道
端
氏
は
、
そ
の
後
も
、
『
傍
数
と
儒
教

倫
理
』

(
サ

l
ラ
叢
書
、
一
九
六
八
年
、
卒
祭
寺
書
広
刊
)
の
「
一

O

出
家
は
君
親
を
躍
敬
せ
ず
」
(
一
六
一
二
J
一二

八
頁
)
で
中
園
に
お
け
る
薩
敬
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問
題
の
歴
史
を
概
説
さ
れ
た
際
に
も
、

玄
宗
の
「
父
母
を
拝
す
る
な
し
・
」

(
全
唐
文
巻
三
O
)
の
詔
を
全
詳
な
ど
し
つ
つ
同
じ
論
旨
を
敷
街
さ
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れ

し
た
が
っ
て
す
く
な
く
と
も
唐
一
代
を
通
じ
て
は
、
出
家
不
奔
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
に
述
、べ
た
よ

う
に
、
武
宗
の
部
位
式
に
山
東
の
片
田
舎
に
お
い
て
す
ら
、
信
尼
は
不
奔
の
儀
を
守
っ
て
い
た
こ
と
を
、
園
仁
は
そ
の
著
の
「
入
唐
求
法

巡
躍
行
記
」
巻
二
に
報
告
し
て
レ
る
し
、

そ
の
序
文
の
な
か
で
「
天
龍
八
部
は
我

を
師
と
な
し
て
こ
れ
を
奉
じ
、
皇
王
は
貴
し
と
い
え
ど
も
我
等
に
臣
躍
を
取
ら
せ
な
い
。
親
の
傘
は
重
し
と
い
う
け
れ
ど
も
、
あ
え
て
子

ま
た
「
樟
門
自
鏡
銭
」
の
著
者
懐
信
(
え
し
ん
)
は
、

の
儀
を
も
っ
て
こ
れ
を
見
な
い
。
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、

出
家
の
不
奔
の
謹
披
で
あ
る
(
『俳
数
と
儒
教
倫
理
』
二

O
八
頁
)。

と
い
う
結
論
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

道
端
氏
は
、
全
唐
文
巻
三

O
に
「
令
信
尼
無
奔
父
母
詔
」
と
題
し
て
牧
め
ら
れ
た
玄
宗
の
詔
を
重
視
さ
れ
た
が
、
全
唐
文
の
史
料
源
が
何
で

あ
る
か
を
つ
き
と
め
る
労
を
と
ら
れ
ず
こ
の
詔
が
何
年
に
渡
せ
ら
れ
た
の
か
を
確
定
も
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
詔
が
、
唐
大
詔
令
集
巻
一
一

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
の
は

小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
躍
行
記
の
研
究

第
二
巻
』

(
一
九
六
六
年
・
鈴
木
皐
術
財
図
刊
)
に
お
い
て
で

- 8ー

三
に
牧
め
ら
れ
た
、
標
題
が
正
反
射
の
「
信
尼
奔
父
母
放
」
と
な
っ
て
い
る
開
元
二
十
一
年
(
七
一
一
一一一一)
十
月
に
護
せ
ら
れ
た
款
と
同

一
の
も
の

あ
っ
た
。
固
仁
は
、
開
成
五
年
(
八
四
O
)
一
一
一
月
五
日
に
、
山
東
省
の
登
州
で
、
新
天
子
た
る
武
宗
の
詔
書
が
披
露
さ
れ
た
式
を
見
聞
し
、

そ
の

式
次
第
を
忠
買
に
記
録
し
て
お
り
、

「
救
あ
り
」
の
言
葉
で
、
官
吏
や
軍
人
が
み
な
再
奔
し
、

「
百
姓
よ
奔
せ
」
の
言
葉
で
、
百
姓
は
再
奔
し

恒

F
F

、品、

ゆ
れ
ふ

μ

た
だ
し
僧
尼
道
士
は
奔
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
博
え
て
い
る
。
小
野
氏
は
、
こ
の
「
但
借
尼
道
士
不
奔
」
の
僚
に
注
記
さ
れ
た
際
、
唐
大

詔
令
集
の
教
を
全
文
移
録
す
る
と
と
も
に
、

こ
の
詔
放
で
は
、

」
れ
か
ら
は
道
土
ら
に
倣
っ
て
僧
尼
も
ま
た

天
子
に
射
し
て
は
勿
論
の
こ

と、

父
母
に
も
奔
膿
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
命
じ
た
の
で
あ
り

た
た
め

全
く
反
射
の
意
味
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

後
の
誤
解
を
生
じ
る
所
以
と
な
っ
た
、

「
粂
奔
其
父
母
」
と
あ
る
べ
き
を
全
唐
文
で
は
誤
っ
て
「
無
奔
其
父
母
」
と
し

と
述
べ
ら
れ
た
。

」
の
玄
宗
の
詔
敷
に
つ
い
て

し
い
と
さ
れ
た
黙
は
、

は
、
第
三
章
で
更
め
て
検
討
を
加
え
る
と
し
て
、
小
野
氏
が
、
全
唐
文
の
「
無
奔
其
父
母
」
は
諜
り
で
唐
大
詔
令
集
の
「
粂
奔
其
父
母
」
が
正

い
か
に
も
そ
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
全
唐
文
所
牧
の
詔
の
直
接
の
史
料
源
と
な
っ
た
の
は
、
唐
大
詔
令
集
所



牧
の
教
で
は
な
く
、
貨
は
鋤
府
元
亀
各
六

0
・
帝
王
部

・
立
制
度
の
、
通
行
本
た
る
隆
慶
刊
本
、
開
元
二
十
一
年
七
月
の
詔
で
あ
っ
て
、
藤
昔
ヰ
ロ

A
可

真
澄
氏
が
「
唐
中
期
併
敬
史
序
説
|
|
』
僧
尼
奔
君
親
を
中
心
に
|
|
」
(
南
都
品
開
敬
二
二
競
・
一
九
六
九
年
)
で
指
摘
さ
れ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し

て
、
加
府
元
亀
巻
六

O
の
遁
行
本
の
文
章
は
、
全
唐
文
所
牧
の
も
の
と
全
く
同
じ
な
の
で
あ
る
が
、
静
嘉
堂
文
庫
臓
の
明
紗
本
と
京
都
大
皐
人

文
科
皐
研
究
所
の
内
藤
湖
南
嘗
臓
の
明
紗
本
と
で
は
、
幾
つ
か
の
文
字
の
異
同
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
雨
明
紗
本
で
は
ま
ず
年
月
が
コ
一

十
一
年
十
月
」
と
あ
り
、

ま
た
肝
心
の
「
無
奔
其
父
母
」
は
「
粂
奔
其
父
母
」
に
な
っ
て
い
て
、

い
ず
れ
も
唐
大
詔
令
集
の
文
と
合
致
し
て
い

る。

つ
ま
り
、
全
唐
文
巻
三

O
の
詔
は
、
通
行
本
筋
府
元
翁
巻
六

O
の
無
題
の
詔
を
採
録
し
、
内
容
を
詳
し
く
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、

「
令
信

尼
無
奔
父
母
詔
」
と
い
う
標
題
を
掲
げ
て
し
ま
い
、
道
端
氏
ら
を
陛
惑
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

明
紗
本
船
府
元
亀
巻
六

O
お
よ
び
唐
大
詔
令
集
巻
一
一
一
一
一
に
所
牧
の
開
元
二
十
一
年
に
護
せ
ら
れ
た
「
(
奔
君
)
粂
奔
父
母
」
の
詔
款
を
重

親
さ
れ
た
藤
普
氏
は
、
「
奔
父
母
の
規
定
は
開
元
二
年
以
来
、
ひ
き
つ
ず
い
て
数
カ
を
も
ち
、
更
に
開
元
二
十

一
年
に
奔
君
の
制
が
確
立
し
、

玄
宗
一
代
を
通
じ
饗
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
断
定
で
き
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
ば
か
り
か
、
粛
宗
の
上
元
二
年
九
月
の
詔
を
引
用
さ
れ
た
上
で
、

奔
君
の
場
合
は
粛
宗
の
時
再
び
贋
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は
玄
宗
一
代
に
限
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
も
生
ず
る
が
、
こ

の
時
の
底
止
は
安
史
の
凱
に
功
績
の
あ
っ
た
借
圏
へ
の
論
功
行
賞
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
唐
末
ま
で
こ
の
間
題
が
二
度
と
取
沙
汰
さ
れ
な
か

っ
た
艶
を
考
慮
す
れ
ば
、
粛
宗
の
慶
止
こ
そ
特
例
な
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
粛
宗
の
時
以
外
は
、
玄
宗
の
制
を
踏
襲
し
た
と
考
え

『
新
唐
書
』
百
官
志
、
崇
玄
署
の
僚
に
「
道
士
女
冠
借
尼
、
見
天
子
必
奔
」
と
の
記
載
が
生
き
て
く

- 9 ー

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
こ
そ
、

る
の
で
あ
る
。

高
宗
朝
に
及
ぶ
ま
で
、

さ
し
も
蟻
烈
で
あ
っ
た
奔
君
親
に
劃
す
る
借
圏
の
抵
抗
は
、
玄
宗
朝
に
至
っ
て
終
鷲
を
迎
え
、
こ
れ
ま
で
父
母

傘
長
の
瞳
奔
す
ら
受
け
て
い
た
倫
尼
が
、
常
儀
に
従
っ
て
逆
に
躍
奔
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
数
圏
の
質
的
轄
換
を
考
え
る
上

で
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
形
の
上
か
ら
い
え
ば
イ
ン
ド
的
要
素
の
消
滅
で
あ
り
、
逸
民
的
性
格
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の
放
棄
、
世
俗
の
法
へ
の
完
全
な
屈
服
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
二
九
J
一一一
O
頁〉
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と
辿
'̂' 
ら
れ
た
の
で
あ
モ(ゆ

こ
の
藤
善
氏
の
結
論
は
、
先
に
紹
介
し
た
道
端
氏
の
専
論
の
論
旨
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、

塚
本
氏
の
見
通
し
と
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る
。
し、

ず
れ
の
論
旨
が
妥
嘗
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
唐
代
の
躍
敬
問
題
に
関
す
る
従
来
の
研
究
史
を
要
約
す
る
作
業
は
こ
れ
で
終
り
に
し
て
、
次
章
か
ら

は
、
史
料
に
即
し
て
、
惰
唐
時
代
の
躍
敬
問
題
の
推
移
を
跡

、、つ
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

惰
唐
初
に
お
け
る
不
奔
君
親
運
動

碓
敬
問
題
に
関
す
る
従
来
の
研
究
を
繕
い
て
み
て
、
唐
の
玄
宗
朝
以
後
に
お
け
る
信
尼
奔
君
親
に
つ
い
て
は
諸
説
が
並
存
す
る
が
、
唐
の
高

宗
朝
以
前
に
つ
い
て
は
異
説
の
な
い
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
高
宗
朝
以
前
に
つ
い
て
は
、

彦
保
が
編
纂
し
た
『
集
沙
門
不
麿

奔
俗
等
事
』
全
六
巻
と
遁
宣
編
の
『
康
弘
明
集
』
の
巻
二
十
五
(
と
も
に
大
正
新
筒
大
蔵
経
五
十
二
巻、

史
体
部
四
に
所
牧
〉
に
関
連
史
料
、が
ほ
ぼ
網

羅
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
西
明
寺
の
信
道
宣
と
弘
一幅
寺
の
信
彦
憶
は
、
と
も
に
高
宗
朝
に
お
け
る
信
尼
不
奔
君
親
運
動
の
指
導
者
で
あ

『集
沙
門
不
麿
奔
俗
等
事
』
は
、
巻

一
と
巻
二
を
故
事
篇
と
名
づ
け
、
東
青
か
ら
隔
に
い
た
る
時
期
の
関
係
詔
救
や
書
館

・
論
文
を
牧

っ
た
。

- 10ー

め
、
以
下
の
四
巻
は
、
巻
三
と
巻
四
を
聖
朝
議
不
奔
篇
、
各
五
と
巻
六
を
聖
朝
議
奔
篤
と
名
づ
け
て
、
唐
高
宗
朝
に
お
け
る
奔
君
親
の
検
討
を

命
ず
る
詔
救
と
、

そ
れ
を
め
ぐ

っ
て
行
な
わ
れ
た
高
官
た
ち
の
賛
否
雨
論
な
ど
を
牧
録
し
て
い
る
。
彦
僚
は
、
故
事
篇
と
聖
朝
篇
か
ら
な
る
、

『集
沙
門
不
臆
奔
俗
等
事
』
を
編
纂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賂
衆
の
例
数
徒
に
、
奔
君
親
問
題
の
重
要
性
を
俸
え
、
併
法
を
王
法
の
下
に
屈
服

さ
せ
る
事
態
の
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
期
待
を
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。
本
章
で
は
玄
宗
朝
に
お
け
る
僧
尼
奔
君
親
問
題
の
考
察
に
先
だ
ち
、

そ
の

前
史
と
し
て
の
惰
麿
初
に
お
け
る
動
き
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

北
周
の
武
帝
に
よ
る
肢
併
(
五
七
四
J
七
七
年
)
の
直
後
に
縛
一
議
一
革
命
に
よ
っ
て
華
北
に
惰
王
朝
を
聞
い
た
文
帝
楊
堅
は
、
併
数
道
教
の
復
興

に
精
力
を
そ
そ
い
だ
。
正
史
で
あ
る
惰
書
の
本
紀
(
巻
ご
に
さ
え
、
般
若
寺
で
尼
に
育
て
ら
れ
た
と
い
う
誕
生
説
話
が
記
録
さ
れ
、
那
羅
延

445 

(
焚
天
王
あ
る
い
は
金
剛
力
士
の
こ
と
〉
と
い
う
名
を
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
楊
堅
文
帝
の
治
世
に
あ
っ
て
は
、
こ
と
の
ほ
か
悌
数
の
復
興
に
力
が
そ



そ
が
れ
た
。
開
皇
五
年
(
五
八
五
)
、
沙
門
法
経
か
ら
菩
薩
戒
を
う
け
た
文
帝
は
、

の
年
に
下
し
た
教
に
は
、

そ
の
機
に
獄
囚
を
放
っ
て
慈
悲
の
心
を
示
す
と
と
も
に
、
そ

併
は
正
法
を
も
っ
て
園
王
に
付
濁
す
。
朕
は
こ
れ
人
舎
に
し
て
、

併
の
付
嘱
を
受
く
。

自
今
以
後
、

朕
が
一
世
を
お
わ
る
ま
で
、

毎

月
つ
ね
に
二
七
の
信
を
請
じ
、
番
に
随
い
て
上
下
し
、
経
を
輔
ず
ベ
し
。

(
其
年
数
云
。
併
以
正
法
付
明
園
王
。
朕
是
人
傘
受
併
付
明
。

自
今
以

後
吃
朕
一
世
。
毎
月
常
請
二
七
待
。
随
番
上
下
務
経)。

と
さ
え
、
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
(
法
琳
撰
鰐
正
論
巻
三
。
大
正
識
経
五
二
各
五
O
九
頁
上
)
。
併
が
正
法
を
も
っ
て
園
王
に
付
蝿
す
、
と
い
う
の
は
、

鳩
摩
羅
什
諜
と
さ
れ
る
仁
王
般
若
経
の
受
持
品
と
蝿
累
品
に
も
と
づ
く
が
、
こ
の
程
は
、
諸
家
の
読
か
れ
る
ご
と
く
、
中
園
選
述
鰹
と
み
て
よ

AS
，
 

か
ろ
旬
。
文
帝
は
、
併
か
ら
正
法
を
付
帰
さ
れ
た
園
王
と
し
て
の
自
費
の
も
と
、
慶
併
後
の
例
法
復
興
事
業
に
蓮
濯
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

一
斑
は
、
「
天
下
の
人
、
風
に
従
い
て
膝
き
、
競
い
て
相
い
景
慕
し
、
民
聞
の
例
経
、

経
籍
志
四
)
と
か
、
「
開
皇
の
初
め
よ
り
仁
需
の
末
に
終
る
ま
で
、
度
す
る
所
の
僧
尼
二
十
三
高
人
、
海
内
の
諸
寺
三
千
七
百
九
十
二
所
」
〈
鰐
正

論
重
二
〉
と
い
っ
た
記
事
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
帝
の
治
世
に
あ
っ
て
は
、
沙
門
に
奔
君
親
を
強
い
る
よ
う
な
動
き
は
、
ま
っ
た

A
制
ヲ

そ
れ
に
関
連
す
る
俊
文
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 六

経
よ
り
多
き
こ
と
数
十
百
倍
な
り
一
(
階
書
径
三
五
、

-11ー

く
な
か
っ
た
。
開
皇
律
令
の
な
か
に
も
、

と
こ
ろ
が

文
帝
の
あ
と
を
つ
い
だ
場
帝
は

開
皇
律
令
を
更
定
し
て
大
業
三
年
(
六
O
七
〉
に
大
業
律
令
を
頒
下
し
た
際
、
惰
の
彦
環
の

コ
幅
国
論
」
に
冠
せ
ら
れ
た
唐
の
道
宣
の
序
文
に
よ
る
と
、
令
の
な
か
に
「
お
よ
そ
借
遁
土
ら
、
啓
請
す
る
所
あ
ら
ば
、
並
び
に
ま
ず
須
ら
く

A
可
ザ

'nu、

敬
を
致
し
、
し
か
る
後
に
陳
理
せ
よ
」
と
い
う
文
を
含
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
『
集
沙
門
不
鹿
奔
俗
等
事
』
巻
二
所
牧
の
「
惰
場
帝
敷
沙
門
致
奔

事
一
首
弁
輿
善
寺
沙
門
明
勝
答
」
の
冒
頭
に
は
「
陪
場
帝
、
大
業
中
、
前
政
を
改
革
し、

沙
門
に
令
し
て
帝
お
よ
び
諸
官
長
等
を
奔
せ
し
め
、
こ

A
N
W
 

'n
u-

れ
を
雑
令
に
懸
く
」
と
あ
る
か
ら
、
大
業
令
の
雑
令
の
一
僚
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
令
の
な
か
に
こ
の
よ
う
な
規
定
が
盛
り
込

ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僧
侶
た
ち
は
な
お
も
意
に
介
さ
ず
致
敬
を
行
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
に
抗
議
の
意
を
表
明
す
る
た
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め
に
執
筆
さ
れ
た
の
が

「一過
極
論
」
な
ど
を
著
述
し、

文
帝

・
場
帝
の
二
代
に
亙
っ
て
帝
室
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
彦
深
(
五
五
七
J
六一

O
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年
)
の
コ
唱
団
論
」
な
の
で
あ
っ
た
。
彦
涼
は

慧
遠
の
沙
門
不
敬
王
者
論
に
倣
っ
て
、

一噛
田
と
は
三
賓
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
た
っ

て
、
信
が
俗
を
奔
さ
な
い
こ
と
は
併
が
す
で
に
明
言
し
て
い
る
等
と
述
べ
、
借
は
君
親
を
奔
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。
大

業
令
が
頒
布
さ
れ
て
後
二
年
、
大
業
五
年
に
燭
帝
は
西
京
一
長
安
に
い
き
、
南
郊
に
お
い
て
群
臣
を
引
見
し
た
際
、
悌
教
の
借
尼
と
賞
老
土
女
す

な
わ
ち
道
教
の
道
士
女
冠
が
時
立
し
て
い
た
が
、

か
れ
ら
は
以
前
と
同
じ
よ
う
に
燭
帝
に
向
か
っ
て
致
奔
を
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
燭
帝
が
敷

を
下
し
て
、

A
川
リ

な
っ
た
が
、
信
尼
た
ち
は
倣
然
と
し
て
屈
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
時
、
信
尼
を
代
表
し
聾
を
あ
げ
て
抗
回
附
し
た
の
が
、
大
輿
善
寺
の
沙
門
明
贈
で

「
後
式
ひ
さ
し
く
行
な
わ
る
。
何
に
因
り
て
奔
さ
ざ
る
や
」
と
命
じ
た
と
こ
ろ
、
黄
老
土
女
ら
は
教
を
聞
く
な
り
直
ち
に
奔
を
行

あ
り
、

ま
っ
た
く
俸
憐
す
る
態
度
を
み
せ
な
か
っ
た
。
致
奔
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
は
何
度
も
か
わ
さ
れ
た
が
、
死
を
究
悟
し
た
明
贈
の
断
乎
た

る
雁
酬
が
功
を
奏
し
、
さ
す
が
の
場
帝
も
折
れ
て
、
皇
帝
に
劃
す
る
致
奔
の
試
み
は
迭
に
挫
折
に
お
わ
っ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の

模
様
と
論
貼
は

道
宣
撰
の
『
総
高
倫
停
』
巻
二
十
四

・
護
法
下
・
唐
終
南
山
智
恒
寺
明
贈
賄
降
(
大
正
識
経
五
こ
を
六
三
二
頁
下
)

に
詳
し
い
。

- 12ー

念
の
た
め
申
し
添
え
る
と
、
菅
王
庚
時
期
の
開
皇
十
一
年
(
五
九
一
)
十
一

月
に
智
顕
か
ら
菩
薩
戒
を
受
け
千
倫
粛
を
設
け
た
場
帝
の
治
世
に
お

い
て
、

崇
仰
の
園
家
事
業
は
引
網
き
縫
績
し
た
の
で
あ
っ
た
。

隔
に
代
っ
て
李
氏
の
唐
王
朝
が
成
立
す
る
と
、
老
子
が
李
姓
で
あ
っ
た
た
め
、
例
数
よ
り
も
道
教
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
素
地
が
と
と
の
っ
た
こ

と
も
あ
り
、

古
同
組
の
武
徳
年
聞
に
は
、
道
士
に
よ
る
例
数
へ
の
攻
撃
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
武
徳
四
年
(
六
一
一
一
)
六
月
二
十
日
、
太
史
令
の

寺
塔
倫
尼
を
減
少
し
て
盆
園
利
民
す
べ
き
旨
の
十
一

箇
僚
の
建
白
書
を
た
て
ま
つ
り
(
『康
弘
明
集
』
径
七
。
大
正
識
経
五
こ
を
一
一
一一

道
士
侍
突
は
、

四
一県
下
〉
、
首
時
の
朝
野
、

と
く
に
例
数
界
に
大
衝
撃
を
興
与
え
た
。
こ
れ
に
射
し
て
翌
年
正
月
、
済
王
寺
の
法
琳
は
「
破
邪
論
」
二
巻
(
大
正
政
経

五
二
谷
所
牧
)
を
撰
し
て
反
駁
し
た
。

一
方、

道
数
側
も
、

清
虚
観
の
道
士
李
仲
卿
が
「
十
異
九
迷
論
」
を
、
同
じ
く
劉
準
喜
が
「
顕
正
論
」

を
書
い
て
反
批
判
を
行
な
い
、
捕
時
突
に
托
し
て
上
奏
し
た
。
た
び
重
な
る
停
突
の
上
書
に
動
か
さ
れ
、
粛
濡
ら
の
反
射
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
武

徳
九
年
会
ハ
二
六
〉
四
月
辛
巳
二
十
三
日
、
高
租
は
併
道
二
数
を
沙
汰
す
る
詔
を
護
し
た
。
併
敬
だ
け
で
な
く
道
教
を
も
封
象
と
し
た
も
の
で
あ

そ
の
直
後
に
秦
王
李
世
民
が
ク
ー
デ
タ
を
起
こ
し
て
質
権
を
掌
握
し
た
た
め
、
六
月
庚
申
四
日
、
大
赦
を
行
な
い
、
信
尼
道

っ
た
。

し
か
し
、
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土
女
冠
に
射
す
る
沙
汰
も
取
止
め
す
べ
て
は
蓄
に
も
ど
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
李
仲
卿
の
「
十
異
九
迷
論
」
な
ど
に
反
駁
す
る
た
め
に
執
筆

さ
れ
た
の
が
法
琳
の
「
嬬
正
論
」
八
巻
で
あ
っ
て
、
十
除
篇
・
九
震
篇
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
、
併
数
護
法
の
論
陣
が
張
ら
れ
て
い
る
。

人
心
牧
撹
の
た
め
併
道
二
数
へ
の
沙
汰
策
を
撤
回
し
て
か
ら
皇
太
子
と
な
り
、
ひ
き
つ
づ
き
帝
位
に
つ
い
た
李
世
民
太
宗
は
、

(
六
一
二
一
)
正
月
に
、
信
尼
遁
土
に
射
し
て
奔
父
母
を
命
ず
る
詔
を
護
布
し
た
。
資
治
通
鑑
巻
一
九
三
に
「
詔
。

貞
翻
五
年

信
尼
道
士
。

致
奔
父
母
」
と

あ
り
、

そ
の
内
容
は
、
貞
観
政
要
巻
七
・
瞳
楽
の
僚
に

貞
観
五
年
、
太
宗
、
侍
臣
に
い
い
て
日
く
、
併
と
道
の
数
を
設
く
る
や
、
も
と
よ
り
善
事
を
行
な
う
。
あ
に
借
尼
道
士
ら
を
し
て
、
妄

り
に
み
ず
か
ら
傘
崇
し

い
な
が
ら
に
し
て
父
母
の
奔
を
受
け
し
め
ん
や
。
風
俗
を
損
害
し
、
建
経
を
惇
凱
す
。
宜
し
く
た
だ
ち
に
禁
断

し
、
な
お
父
母
に
奔
を
致
さ
し
む
べ
し
。

(
貞
観
五
年
。
太
宗
謂
侍
臣
目
。
傍
道
設
致
。
本
行
善
事
。
宣
遺
僧
尼
道
士
等
。
妄
自
傘
崇
。
坐
受
父
母
之

奔
。
損
害
風
俗
。
惇
鋭
雄
経
。
宜
剖
禁
断
。
の
令
致
奔
於
父
母
。
)

と
載
せ
る
太
宗
の
言
葉
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
は
君
主
に
射
す
る
奔
で
は
な
く
、

父
母
へ
の
奔
を
命
じ
た
も
の
で
あ
り
、
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首
時
、
信
尼
道
土
は
、
父
母
へ
の
奔
を
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
逆
に
、
父
母
か
ら
奔
さ
れ
て
い
た
貫
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か

し
、
信
尼
遁
土
女
冠
を
し
て
父
母
に
奔
を
致
す
よ
う
に
命
じ
た
詔
は
、
併
組
統
紀
巻
三
十
九
、
貞
観
七
年
(
六
一
三
ニ
)
の
僚
に
「
敷
。
信
道
停
致

敬
父
母
」
と
あ
る
よ
う
に
、

わ
ず
か
二
年
間
で
撤
回
さ
れ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
、
信
尼
た
ち
の
反
針
運
動
が
盛
り
上
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
の
高
宗
朝
(
六
四
九
J
八
三
年
〉
は
、
永
徽
六
年
(
六
五
五
)
十
月
の
武
氏
立
后
の
詔
の
瑳
布
を
契
機
と
し
て
、
政
治
・
祉
禽
の
全
局
面

で
大
穂
換
が
行
な
わ
れ
た
。
事
貫
上
の
武
后
執
政
の
始
ま
っ
た
の
は
、
額
慶
五
年
(
六
六
O
)
の
年
末
で
あ
り
、
以
後
武
后
は
自
己
の
力
を
誇
示

す
る
よ
う
に
ひ
ん
ぴ
ん
と
改
元
を
行
な
っ
た
。
主
要
な
中
央
官
臆
と
官
職
の
名
稽
を
す
べ
て
改
め
た
の
は
、
龍
朔
二
年
(
六
六
二
)
二
月
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
激
動
の
時
期
に
、
信
尼
拝
君
親
問
題
が
ふ
た
た
び
中
央
政
界
で
論
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず

A
明
ωγ

顛
慶
二
年
三
ハ
五
七
)
二
月
に
、
唐
大
詔
令
集
巻

二
三
に
「
信
尼
不
得
受
父
母
奔
詔
」
と
題
し
て
牧
め
る
詔
が
だ
さ
い
川
、
借
尼
は
父
母
お
よ
び
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【
写
者
の
嘩
奔
を
受
け
て
は
い
け
な
い
旨
が
命
ぜ
ら
れ
た
。

た
だ
し
、
信
尼
が
父
母
に
奔
を
致
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
ら
言
及
し
て
い
な
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ぃ
。
ま
た
、
こ
の
詔
で
は
信
尼
だ
け
を
封
象
に
し
て
、
道
士
女
冠
に
つ
い
て
は
崩
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
首
時
、
道
士
女
冠
が
父
母
な

ど
か
ら
躍
奔
を
受
け
る
事
質
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
の
詔
は
、
俳
数
数
固
か
ら
大
し
た
抵
抗
も
な
く
、
受
入
れ
ら
れ
た
ら
し
い
。

顕
慶
二
年
か
ら
五
年
後
の
龍
朔
二
年

(
六
六
二
)
四
月
十
五
日
、
全
唐
文
巻

一
四
に
「
命
有
司
議
沙
門
等
致
奔
君
親
救
」
と
題
し
て
牧
め
る
数

闘

が
瑳
布
さ
れ
、
沙
門
ら
は
君
主
と
雨
親
に
奔
を
致
す
べ
き
や
否
ゃ
に
つ
レ
て
有
司
に
検
討
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
た
。

こ
の
放
の
結
末
の
部
分
に
は

い
ま
道
士
女
冠
信
尼
を
し
て
、
君
・
皇
后
お
よ
び
皇
太
子
と
そ
の
父
母
の
所
に
お
い
て
奔
を
致
さ
し
め
ん
と
欲
せ
し
も
、
或
い
は
そ
の

恒
情
に
た
が
わ
ん
こ
と
を
恐
る
。

宜
し
く
有
司
に
付
し
て
詳
議
し
奏
聞
せ
よ
。

(今
欲
令
道
士
女
冠
僧
尼
c

於
君
皇
后
及
皇
太
子
其
父
母
所
致

拝
。
或
恐
爽
其
恒
情
。
宜
付
有
司
詳
議
奏
問
。〉

と
あ

っ
て
、
皇
帝
だ
け
で
な
く
皇
后
と
皇
太
子
へ
の
致
奔
の
検
討
を
命
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
武
后
の
影
響
力
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
こ
の
放
が
下
さ
れ
る
や
、
俳
数
側
か
ら
猛
烈
な
反
射
運
動
が
お
こ
さ
れ
た
。
二
十

一
日
に
は
大
荘
厳
寺
の
信
威
秀
ら
が
、

合
奔
俗
表
」
を
た
て
ま
つ
っ
て
不
奔
を
主
張
し
、
京
邑
つ
ま
り
長
安
の
信
二
百
齢
人
が
、
改
造
な
っ
た
ば
か
り
の
蓬
莱
宮
す
な
わ
ち
大
明
宮
に

「
沙
門
不

- 14ー

だ
か
ら
、
後
日
の
こ
と
に
さ
れ
よ
、

お
し
か
け
て
不
奔
を
訴
え
た
。
こ
の
時
、
左
右
相
か
ら
、
教
で
は
検
討
を
命
ぜ
ら
れ
た
段
階
で
あ
っ
て
、
奔
不
奔
は
ま
だ
決
定
し
て
い
な
い
の

と
言
わ
れ
て
、
借
ら
は
引
返
し
た
。
か
れ
ら
は
、
西
明
寺
に
集
合
し
て
、
善
後
策
を
協
議
し
、
み
な
で
啓

欣
を
書
い
て
官
同
宗

・
武
后
側
近
の
有
力
者
に
陳
情
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
か
く
て
西
明
寺
の
信
道
宣
ら
は
、
二
十
五
日
に
、
高
宗
の

第
六
子
た
る
薙
州
牧
柿
王
に

「論
沙
門
不
麿
奔
俗
啓
」
を
た
て
ま
つ
り
、
二
十
七
日
に
は
、
武
后
の
母
た
る
楽
園
夫
人
楊
氏
に
「
請
論
沙
門
不

合
奔
俗
段
」
を
た
て
ま
つ
っ
て
取
り
な
し
を
頼
み
、

ま
た
大
臣
た
ち
に
も
詳
細
な
反
針
の
理
由
を
陳
べ
た
「
序
俳
敬
隆
替
事
簡
諸
宰
輔
等
朕
」

を
迭
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
烈
し
い
情
報
宣
停
活
動
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
模
様
を
宋
高
信
博
巻
十
七

・
護
法
篇
・
唐
京
師
大

荘
厳
寺
威
秀
俸
で
は
、
「
頭
然
を
救
う
が
若
し
」
と
い
う
併
語
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
お
よ
そ
二
千
字
か
ら
な
る
最
後
の
献
で
は
、
ま
ず
例

数
が
中
園
に
俸
来
し
て
以
後
の
俸
道
史
を
、
つ
い
で
信
尼
奔
俗
を
め
ぐ
る
歴
代
の
針
庭
を
述
べ
た
の
ち
、
併
数
の
鰹
論
の
な
か
か
ら
、
沙
門
が



俗
を
敬
さ
な
い
こ
と
を
明
記
し
た
部
分
を
列
奉
し
て
、

不
奔
の
根
擦
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
奉
げ
ら
れ
た
経
論
と
し
て
、
究
網
経
下
巻

・
浬
媒

九
品
以
上
の
文
武
官
僚
と
州
鯨
官
た
ち
千
絵
人
を
中
蓋
都
堂
に
集
め
て
奔
不
奔
を
詳

議
さ
せ
た
。
こ
の
歳
の
二
月
に
百
官
名
の
改
稿
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
、
中
蓋
と
は
向
書
省
の
こ
と
で
あ
る
。
昔
日
、
京
邑
の
西
明
寺
の
沙

経
第
六
巻

・
四
分
律
・
併
本
行
経
第
五
十
三
巻

・
薩
遮
尼
乾
経
の
名
を
見
出
だ
せ
る
。

救
が
下
さ
れ
て
か
ら
丁
度

一
箇
月
後
の
五
月
十
五
向
、

門
遁
宣

・
大
荘
厳
寺
の
沙
門
威
秀
・
大
慈
思
寺
の
沙
門
霊
曾

・
弘
一
隅
寺
の
沙
門
禽
隠
ら
三
百
徐
人
の
倫
た
ち
が
、
反
射
の
論
擦
と
な
る
経
論
と

さ
き
の
肢
を
持
参
し
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
し
た
が
、

司
雄
太
常
伯
(
雄
部
品
問
書
)
の
李
博
文
に
「
俗
官
に
詳
議
す
る
よ
う
に
と
の
款
で
す
か

ら
、
法
師
が
た
は
退
出
し
て
下
さ
い
」
と
断
わ
ら
れ
て
、
信
ら
は
退
出
し
た
。
陳
情
運
動
の
放
果
が
あ
っ
た
た
め
か
、
百
官
た
ち
の
議
論
は
紛

糾
し
、
意
見
は
ま
ち
ま
ち
で
、

つ
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
文
書
で
差
し
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
借

倒

尼
不
奔
君
親
を
主
張
し
た
者
は
令
狐
徳
棄
以
下
五
三
九
人
、
信
尼
奔
君
親
を
主
張
し
た
者
は
閣
立
本
以
下
三
五
四
人
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
意
見
分
布
に
な
っ
た
以
上
、
高
宗

・
武
后
は
蛍
初
の
意
圃
を
嬰
更
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、

と
て
も
結
論
は
下
せ
な
い
。

六
月
八
日
に
、

全
唐
文
巻

一
一一に
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「
令
借
遁
致
奔
父
母
詔
」
と
題
し
て
牧
め
る
詔
を
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
詔
の
後
半
に
は
、

前
に
道
土
・
女
冠
・
借

・
尼
ら
を
し
て
拝
を
致
き
し
め
ん
と
欲
せ
し
も
、
も
っ
て
恒
心
を
振
骸
せ
ん
こ
と
を
恐
れ
、
霊
に
詳
定
せ
し
め

た
り
。
有
司
は
み
な
典
擦
を
引
き
、
粂
て
情
理
を
陳
べ
、
沿
革
二
塗
た
り
、
紛
論
相
牢
ぱ
す
。
朕
、
室
議
を
商
権
し
、
幽
蹟
を
沈
研
す
。

然
れ
ば
箕
頴
の
風
、
そ
の
事
を
高
山
門
に
す
る
こ
と
、
前
載
を
遅
想
す
る
に
、
も
と
よ
り
亦
た
こ
れ
あ
り
。
い
ま
君
の
慮
に
於
て
は
、
奔
を

致
す
を
須
い
る
な
か
れ
。
そ
の
父
母
の
所
は
、
慈
育
い
よ
い
よ
深
く
、
施
伏
こ
れ
瞬
く
、
更
に
も
っ
て
安
設
せ
ん
。
自
今
己
後
、
即
ち
宜

し
く
脆
奔
す
ベ
し
。
主
者
施
行
せ
よ
。

ハ
前
欲
令
道
士
女
冠
借
尼
等
致
奔
。
絡
恐
振
骸
恒
心
。

愛
俸
詳
定
。
有
司
成
引
典
接
。
粂
陳
情
理
。
沿
革
二

塗。

紛
倫
相
半
。
朕
商
権
霊
議
。
沈
研
幽
願
。

然
箕
穎
之
風
。
高
向
其
事
。

濯
想
前
載
。
故
亦
有
之
。
今
於
君
慮
。
勿
須
致
拝
。
其
父
母
之
所
。
慈
育
蒲
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と
あ
り
、

深
。
抵
伏
斯
畷
。
更
終
安
設
。
自
今
己
後
。
創
宜
脆
奔
。
主
者
施
行
。
〉

君
に
謝
す
る
奔
は
撤
回
し
、
父
母
に
射
し
て
の
み
奔
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。
唐
朝
に
お
け
る
こ
回
目
の
借
尼
奔
父
母
詔
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は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
設
布
さ
れ
た
。
四
月
十
五
日
か
ら
二
箇
月
足
ら
ず
、

一
慮
の
結
論
が
だ
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
併
数
側
は
な
お
も
納

得
し
な
か
っ
た
。
山
山
家
者
側
の
不
奔
の
理
由
は
、

君
主
で
あ
ろ
う
と
父
母
で
あ
ろ
う
と
同
じ
で
あ
る
。
君
主
よ
り
も
父
母
の
方
、
か
重
い
と
考
え

る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
儒
数
倫
理
に
す
ぎ
ず
、
併
数
で
は
異
な
ら
な
い
。
反
封
運
動
は
な
お
も
執
劫
に
つ
づ
け
ら
れ
た
。
と
く
に
注
目
さ
れ
る

の
は
、
六
月
二
十

一
日
に
多
古
川
邑
老
人
。

の
程
土
額
ら
が
「
出
家
子
女
不
奔
親
表
」
を
た
て
ま
つ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

七
月
十
日
に
は
直

東
憂
会
人
(
給
事
中
)
の
愚
神
徳
が
信
尼
不
奔
父
母
を
請
う
表
を
上
っ
て
い
る
。
そ
し
て
八
月
十
三
日
に
遁
宣
が
重
ね
て
楽
園
夫
人
揚
氏
に

「請

論
不
合
拝
親
啓
」
を
上
り
、
同
二
十
一
日
に
は
威
秀
が
、
同
二
十
五
日
に
は
玉
華
寺
の
静
遁
ら
が
上
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
く
こ
と
の

な
い
運
動
の
結
果
、

さ
き
に
も
言
及
し
た
宋
高
信
博
巻

一
七

・
威
秀
停
に
「
尋
い
で
亦
た
贋
止
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、

ま

も
な
く
奔
父
母
の
詔
も
撤
回
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

借
尼
の
奔
君
親
を
め
ぐ
る
政
治
問
題
、

王
法
と
例
法
と
の
い
ず
れ
を
優
先
す
べ
き
か
を
め
ぐ
る
闘
争
は
、

か
よ
う
に
京
口
巴
の
長
安
を
舞
蓋
に

い
わ
ば
闘
争
記
録
が
、
嘗
事
者
で
あ
る
道
宣
に
よ
っ
て
、

か
れ
の
編
著
に
か
か
る
『
康
弘
明
集
』
の
巻
二
五
に
牧
め
ら
れ
、

ま
た
彦
保
は
『
集
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し
て
蛾
烈
を
き
わ
め
、
こ
の
時
鈷
で
は
、
併
法
が
王
法
に
優
先
す
る
こ
と
を
政
府
首
局
者
も
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の

沙
門
不
庭
奔
俗
等
事
』
六
巻
を
編
纂
し
、
そ
の
う
ち
四
巻
分
を
、
こ
の
時
の
論
争
の
経
過
報
告
に
あ
て
た
。
さ
き
に
引
用
し
た
全
唐
文
巻
一
四

の
「
命
有
司
議
沙
門
等
致
奔
君
親
救
」
と
同
巻

一一一

の
「
令
健
遁
致
奔
父
母
詔
」
は
、

い
ず
れ
も
こ
れ
ら
雨
量聞を
史
料
源
に
す
る
の
で
あ
る

が
、
雨
書
で
は
こ
れ
ら
の
詔
放
を
「
今
上
制
沙
門
等
致
奔
君
親
敷
」
「
今
上
停
沙
門
奔
君
詔
」
と
題
し
て
い
る
こ
と
に
も
、
奔
君
親
の
う
ち
、

奔
父
母
は
除
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
と
は
い
え
、
奔
君
だ
け
は
阻
止
し
え
た
と
す
る
か
れ
ら
の
自
負
を
誼
み
と
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
要
す
る
に
、
惰
か
ら
唐
の
高
宗
朝
に
い
た
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
闘
家
に
よ
る
借
尼
奔
君
親
の
試
み
は
、

い
ず
れ
も
挫
折
に
お
わ
ら

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
略
史
を
述
べ
て
き
た
。
章
を
あ
ら
た
め
て
、
玄
宗
朝
で
奔
君
親
が
強
行
さ
れ
た
次
第
を
跡
づ
け
て
み
よ
う。

玄
宗
に
よ
る
倫
尼
奔
君
親
の
断
行



武
氏
立
后
が
強
行
さ
れ
た
、
永
徽
六
年
(
六
五
五
〉
か
ら
、
玄
宗
の
親
政
が
開
始
さ
れ
る
先
天
二
年
(
七
二
ニ
)
に
い
た
る
五
十
数
年
間
、

と
奪
后
に
代
表
さ
れ
る
女
性
が
政
治
の
表
舞
蓋
に
登
場
し
た
い
わ
ゆ
る
武
章
時
期
に
政
治
問
題
化
・
祉
舎
問
題
化
し
た
の
は
、
斜
封
官
に
代
表

さ
れ
る
濫
官
と
、
公
主
や
寵
臣
た
ち
へ
の
食
貧
封
の
激
増
、
そ
れ
に
数
十
寓
人
に
及
ぶ
偽
濫
信
の
横
溢
と
造
寺
造
併
に
夢
中
に
な
る
併
数
数
固

な
の
で
あ
っ
た
。
先
天
二
年
七
月
に
、
太
卒
公
主
一
涯
を
珠
殺
し
て
、
名
賓
と
も
に
親
政
を
始
め
、
武
章
時
期
以
来
の
政
治
に
大
改
革
を
加
え

ん
と
し
た
玄
宗
が
、
も
っ
と
も
頼
り
に
し
た
の
は
挑
崇
で
あ
っ
た
。
首
相
の
任
に
抜
擢
さ
れ
た
挑
崇
は
、
玄
宗
の
負
託
に
こ
た
え
、
つ
ぎ
つ
ぎ

と
綱
紀
の
粛
正
を
目
ざ
し
た
諸
政
策
を
う
ち
だ
し
た
。
そ
の
政
策
の
う
ち
に
は
、
偽
濫
借
へ
の
沙
汰
や
豪
奪
な
造
寺
造
併
へ
の
規
制
と
い
っ
た

併
数
数
圏
へ
の
抑
匪
策
が
重
要
な
網
目
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
物

挑
崇
の
提
案
に
も
と
づ
き
、
玄
宗
は
、
開
元
二
年
(
七
一
四
)
正
月
七
日
、
ま
ず
信
尼
を
検
責
さ
せ
る
命
を
だ
し
、
一
高
二
千
絵
人
と
も
二
高

除
人
と
も
い
わ
れ
る
偽
濫
借
を
還
俗
さ
せ
、
つ
い
で
二
月
十
九
日
、
寺
院
の
創
建
を
禁
じ
、
奮
寺
の
修
理
も
官
が
審
査
し
た
う
え
で
聴
す
、
と

伺

の
詔
を
だ
し
た
。
こ
こ
に
造
寺
と
そ
れ
に
と
も
な
う
造
併
が
公
式
に
規
制
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
ひ
き
つ
づ
き
、
閏
二
月
に
、
唐
朝
に
お
け
る
第

三
回
の
信
尼
奔
父
母
を
命
ず
る
敷
が
護
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
令
僧
尼
道
士
女
冠
奔
父
母
敷
」
と
題
さ
れ
る
と
の
敷
の
全
文
は
、
唐
大
詔
令

集
巻
二
三
に
載
せ
ら
れ
て
い
初
こ
の
教
に
よ
っ
て
、

武
后
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自
今
己
後
、
遁
土
・
女
冠
・
信
・
尼
ら
、

な
ら
び
に
父
母
を
奔
せ
し
め
よ
。
喪
紀
の
饗
除
も
、
ま
た
月
数
に
依
れ
。
(
自
今
己
後
。
道
士
女

冠
僧
尼
等
。
並
令
奔
父
母
。
喪
紀
餐
除
。
亦
依
月
数
。
)

と
命
ぜ
ら
れ
た
。
か
つ
て
貞
観
五
年
正
月
と
龍
朔
二
年
六
月
の
二
回
に
わ
た
っ
て
護
布
さ
れ
た
奔
父
母
詔
は
、

と
も
に
間
も
な
く
撤
回
を
絵
儀

な
く
さ
れ
た
が
、

今
回
は

一
連
の
併
道
雨
数
回
粛
正
の
一
環
と
し
て
設
布
さ
れ
た
た
め
か
、
数
圏
側
も
大
し
た
抵
抗
を
で
き
な
い
ま
ま
に
う
ち

過
ご
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
牢
年
後
の
開
元
二
年
七
月
に
は
、
信
尼
道
士
ら
が
門
徒
た
る
百
官
の
家
に
往
来
す
る
の
を
禁
ず
る

制
と
、
市
井
の
商
人
が
盛
岡
併
・
寓
鰹
を
買
る
こ
と
を
禁
じ
、
併
像
を
瞬
仰
し
た
け
れ
ば
寺
院
へ
行
っ
て
薩
奔
し
、
経
血
ハ
を
護
請
し
た
け
れ
ば
寺

同

院
で
買
い
求
め
る
よ
う
命
じ
た
詔
敷
が
出
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
情
況
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

235 
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武
章
時
期
に
み
ら
れ
た
偽
濫
信
の
横
溢
と
節
度
な
き
造
寺
造
併
は
、
開
元
二
年
に
渡
せ
ら
れ
た
一
連
の
詔
救
に
よ
っ
て
、
巌
し
い
制
限
を
う

そ
れ
は
底
併
の
色
彫
を
お
び
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
唐
初
以
来
め
ざ
ま
し
く
護
展
し
て
き
た
併
数
数

回
の
基
礎
を
お
び
や
か
し
は
し
な
か
っ
た
。
例
数
が
左
道
と
結
び
つ
く
の
が
警
戒
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
併
寺
の
み
で
な
く
、
道
槻
も
同
じ
よ

う
な
規
制
を
う
け
た
の
で
あ
る
。
字
文
融
に
よ
る
括
戸
政
策
が
開
始
さ
れ
た
年
た
る
開
元
九
年
(
七
一
一
一
)
の
九
月
、
桃
山
一一m
は
死
に
、
家
族
に
残

制

さ
れ
た
遺
令
に
は
、
子
女
が
海
経
造
像
し
て
追
薦
冥一帽
に
精
を
だ
し
す
ぎ
、
破
業
傾
家
さ
せ
る
こ
と
な
き
を
誠
め
る
と
と
も
に
、
と
く
に
道
士

は
倍
以
上
に
要
注
意
の
存
在
な
の
で
決
し
て
家
に
延
き
入
れ
て
は
な
ら
な
い
旨
が
記
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
開
元
九
年
に
、
玄
宗
は、

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

天
台
山
に
い
た
道
土
の
司
馬
承
顧
を
宮
中
に
迎
え
て
、

み
ず
か
ら
法
銭
を
う
け
、
こ
れ
以
後
、

し
だ
い
に
道
教
に
心
を
傾
け
て
い
っ
た
。
翌
十

年
正
月
に
、
雨
京
お
よ
び
諸
州
に
そ
れ
ぞ
れ
老
子
廟
た
る
玄
元
皇
帝
廟
を
お
き
、

ま
た
崇
玄
昼
を
設
け
て
老
子
と
荘
子
・
列
子
・
文
子
を
皐
習

さ
せ
、

十
三
年
に
は
泰
山
に
行
っ
て
臭
天
上
帝
を
ま
つ
っ
た
。
そ
し
て
、
二
十
年
十
二
月
に
御
注
道
徳
経
を
完
成
し
、
二
十
一
年
正
月
に
は
、
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土
庶
の
各
家
に
老
子
道
徳
経
を
一
本
づ
っ
所
蔵
す
る
よ
う
命
じ
る
と
と
も
に
、
向
書
・
論
語
策
に
か
え
て
老
子
策
を
貢
奉
つ
ま
り
科
事
の
試
験

倒

科
目
に
加
え
る
こ
と
も
定
め
た
の
で
あ
る
。

玄
宗
が
、

つ
ま
り
唐
王
室
が
、
道
数
へ
の
傾
斜
を
強
め
て
い
た
時
期
の
開
元
二
十
一
年
(
七
一
二
三
)
の
十
月
、
全
唐
文
巻
三

O
に
「
令
倫
尼
無

奔
父
母
詔
」

(
唐
大
詔
令
集
巻

一一一一一
で
は
「
僧
尼
奔
父
母
赦
」
と
題
し
て
い
る
)
と
題
し
て
牧
め
ら
れ
て
い
る
詔
が
設
布
さ
れ
た
。

」の
明白
に
つ
い

て
は
、
第
一
章
の
躍
撒
問
題
の
研
究
小
史
で
既
に
燭
れ
た
よ
う
に
、
道
端
良
秀
・
小
野
勝
年
・
藤
善
員
澄
の
諸
氏
に
よ
っ
て
、
全
く
異
な
っ
た

'h
u‘
 

解醐伴
が
な
さ
れ
て
い
る
。
全
唐
文
は
、
唐
代
の
散
文
作
品
を
網
羅
し
て
い
て
、
は
な
は
だ
便
利
な
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
標

題
が
内
容
と
一
致
し
な
い
事
例
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
こ
の
詔
の
場
合
も
そ
れ
に
嘗
た
る
。
全
唐
文
の
史
料
源
と
な
っ
た
、
加
府
元
亀
・
巻
六

O

-
帝
王
部
・
立
制
度
の
僚
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
文
章
は
、
静
嘉
堂
文
庫
臓
と
京
都
大
皐
人
文
科
翠
研
究
所
の
内
藤
湖
南
奮
識
の
雨
明
妙
本
を
参

照
し
校
訂
し
た
本
文
に
よ
る
と
、

〔
開
元
〕
二
十
一
年
十
月
。
詔
し
て
日
う
。
道
敬
と
緯
教
と
、

そ
の
来
は
一
睡
に
し
て
、
す
べ
て
彼
我
を
忘
れ
、

み
ず
か
ら
貴
高
と
せ



ず
。
近
ご
ろ
、
道
士
・
女
冠
は
、
臣
子
の
薩
に
稽
い
、
借
尼
は
企
睡
し
、
誠
請
の
儀
に
勤
め
た
り
。
併
は
じ
め
て
滅
度
せ
し
と
き
、
園
王
に

付
帰
せ
し
を
お
も
い
、
猿
り
に
負
荷
に
嘗
り
て
、
宣
布
に
在
ら
ん
こ
と
を
願
え
り
。
け
だ
し
其
の
数
を
崇
め
て
朕
よ
り
先
ん
ず
る
を
欲
せ

し
者
な
り
。
自
今
以
後
、
信
尼
は
一
に
道
士
・
女
冠
の
例
に
依
り
、
粂
ね
て
其
の
父
母
を
拝
せ
よ
。
宜
し
く
戒
行
を
増
修
し
、
信
律
に
遣

う
な
く
、
至
遣
を
興
行
し
て
、
五
に
在
ら
し
め
よ
。
(
二
十
一
年
十
月
。
詔
日
。
道
数
稗
数
。
其
来
一
陸
。
都
忘
彼
我
。
不
自
貴
高
。
近
者
道
士
女

冠
。
稽
臣
子
之
躍
。
僧
尼
企
題
。
動
誠
請
之
儀
。
以
篤
併
初
滅
度
。
付
幅
四
園
王
。
狼
嘗
負
荷
。
願
在
宣
布
。
葦
欲
崇
其
敬
市
先
於
朕
者
也
。
自
今
以
後
。
借

尼
一
依
道
士
女
冠
例
。
粂
奔
其
父
母
。
宣
増
修
戒
行
。
無
遠
借
律
。
興
行
至
道
。
停
在
子
弦
。
)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
詔
の
主
旨
は
、
こ
れ
ま
で
は
、

(
仁
王
般
若
鰹
の
受
持
品
と
嘱
累
品
で
説
い
て
い
る
)
併
法
の
宣
布
を
付
嘱
さ
れ

た
園
王
と
し
て
併
法
を
優
先
さ
せ
て
き
た
が
、
今
後
は
、
現
に
臣
子
の
践
を
と
っ
て
奔
君
・
奔
父
母
の
艦
を
行
な
っ
て
い
る
道
士
と
女
冠
の
例

に
、
僧
尼
も
見
な
ら
う
べ
き
だ
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
の
で
、
信
尼
に
も
奔
君
を
命
じ
、
品
兼
ね
て
(
従
前
遁
り
)
父
母
に
も
拝
を
す
べ
き
で
あ

る
と
命
じ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
れ
ば
、
全
唐
文
の
掲
げ
た
題
「
令
僧
尼
無
拝
父
母
詔
」
が
全
く
の
誤
り
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
唐
大
詔
令
集
が
「
僧
尼
奔
父
母
敷
」
と
題
し
た
の
も
遁
嘗
で
は
な
く
、

「
借
尼
奔
君
親
詔
(
敷
)
」
あ
る
い
は
車
に
「
借
尼
奔
君
詔
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(
敷
〉
」
と
で
も
題
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

開
元
十
年
前
後
か
ら
玄
宗
が
道
数
に
著
し
く
傾
斜
し
、
同
二
十
一
年
十
月
に
信
尼
に
奔
君
を
命
ず
る
詔
敷
の
護
布
の
前
提
と
し
て
、
道
士
女

冠
が
す
で
に
臣
子
の
膿
を
行
な
っ
て
い
た
、
す
な
わ
ち
奔
君
奔
父
母
を
臨
即
行
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
以
上
、
惰
か
ら
唐
中
期
に
い

た
る
時
期
に
あ
っ
て
、
道
士
女
冠
が
君
親
に
劃
す
る
奔
不
拝
問
題
に
い
か
に
針
醸
し
て
い
た
か
を
跡
守
つ
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
肝
心
の
遁
数

こ
の
課
題
に
闘
し
て
は
、

側
の
資
料
が
皆
無
な
の
で
、

残
念
な
が
ら
諦
め
ざ
る
を
え
な
い
。

近
年
、遁

教
の
不
敬
王
者
論
。
と
。
第
三
節

楠
山
春
樹
氏
が
『
老
子
俸
読
の
研
究
』

河
上
公
説
話
の
形
成
」
、
と
り
わ
け
そ
の

4

第
二
節

、4
4
，

h
u
v
 

公
説
話
と
不
敬
王
者
論
。
商
節
で
念
の
入
っ
た
解
説
を
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
併
せ
参
着
さ
れ
る
こ
と
を
希
草
し
た
い
。
た
だ
し
、
楠
山
氏

(
一
九
七
九
年
、
創
文
社
刊
〉
の
「
第
四
章

河
上

237 

が
、
全
唐
文
巻
三

O
所
載
の
「
令
借
尼
無
拝
父
母
訪
問
」
の
全
文
を
引
用
さ
れ
た
上
で
、
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本
詔
は
、
戒
律
を
巌
守
す
る
こ
と
を
僚
件
と
し
て
、
信
尼
の
父
母
に
射
す
る
不
奔
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
道
士
女
冠

は
、
も
は
や
そ
の
封
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
道
士
女
冠
の
こ
と
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、

そ
れ
は
、
こ
の
嘗
時
に
お
い
て
彼

等
が
臣
子
の
穫
を
行
っ
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
僧
侶
に
は
不
奔
を
許
す
と
い
う
の
が
、
本
詔
の
趣
旨
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
詔
が
玄
宗
の
何
年
の
も
の
で
あ
る
か
、
全
唐
文
の
典
擦
と
な
っ
た
資
料
が
何
垂
直
で
あ
る
か
は
未
詳
で
あ
る
。

(
一
八
三
頁
)

と
述
べ
ら
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
賛
成
い
た
し
か
ね
る
根
援
を
、
更
め
て
述
べ
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

つ
い
に
開
元
二
十
一
年
(
七
三
三
)
十
月
に
い
た
っ
て
、

借
尼
に
奔
君
を
命
じ
、
あ
わ
せ
て
奔
父
母
の
再
確
認
を
期
し
た
。
東
菅
・
慧
遠
の
「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
以
来
、
断
績
的
に
つ
づ
い
て
き
た
例

数
数
固
と
園
家
と
の
主
導
権
あ
ら
そ
い
、
併
法
と
王
法
と
の
優
先
権
を
め
ぐ
る
手
い
は
、
玄
宗
の
開
元
年
聞
に
い
た
り
、
つ
い
に
王
法
の
勝

利
、
併
法
の
屈
服
と
い
う
か
た
ち
で
一
躍
の
結
着
を
み
た
の
で
あ
る
。
高
宗
の
龍
朔
二
年
(
六
六
二
〉
に
は
、
園
家
に
よ
る
信
尼
奔
君
親
の
意
思

開
元
二
年
間
二
月
に
、
信
尼
道
士
女
冠
を
し
て
奔
父
母
す
べ
き
を
命
じ
た
玄
宗
は
、

表
示
に
針
し
て
、
息
も
つ
が
せ
ぬ
反
封
の
陳
情
運
動
を
展
開
し
、

ま
ず
奔
君
を
断
念
さ
せ
、

ま
も
な
く
奔
父
母
を
も
撤
回
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
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し
た
傍
数
数
園
が
、
七
十
年
後
に
お
け
る
奔
君
親
の
強
行
に
射
し
て
は
、
史
書
に
残
る
よ
う
な
何
ら
の
抵
抗
運
動
を
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
注

目
に
値
す
る
。
こ
の
聞
に
時
代
の
潮
流
が
様
嬰
り
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
新
唐
書
巻
四
八
・
百
官
志
の
崇
玄
署
の
僚
に
「
道
士
・
女

冠
・
借
・
尼
、
天
子
に
見
ゆ
れ
ば
必
ら
ず
奔
す
」
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
開
元
末
年
の
併
法
が
つ
い
に
王
法
に
屈
服
し
て
し
ま
っ
た

時
貼
の
情
況
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

四

僧
尼
奔
君
の
撤
回

玄
宗
が
開
元
二
年
間
二
月
に
、
挑
崇
の
主
導
に
か
か
る
政
治
の
粛
正
、
例
数
遁
敬
雨
数
圏
粛
正
の
一
環
と
し
て
、
信
道
に
奔
父
母
を
命
じ
、

開
元
二
十
一
年
十
月
に
は
、
信
尼
を
し
て
奔
君
す
べ
き
旨
を
命
じ
た
と
い
う
局
面
に
注
目
し
す
ぎ
る
と
、
玄
宗
は
併
数
数
圏
に
弾
匪
を
加
え
っ



づ
け
た
、
と
み
て
し
ま
い
た
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
玄
宗
は
、
奔
君
親
こ
そ
強
要
は
し
た
が
、
悌
数
数
圏
に
劉
し
必
ら
ず
し
も
強
匪
的

な
態
度
を
示
し
つ
づ
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
玄
宗
が
、
開
元
十
年
前
後
か
ら
、
し
だ
い
に
遁
数
に
心
を
傾
け
て
い
っ
た
こ
と
は
事
買
で
あ
る

が
、
道
教
を
傘
崇
す
る
あ
ま
り
併
数
を
こ
と
さ
ら
抑
制
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
開
元
二
十
年
代
に
入
る
と
、
玄
宗
は
儒
併
遁
の

三
数
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
頗
る
熱
意
を
示
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

A
3，
 

'向
uv

開
元
二
十
三
年
(
七
三
五
)
八
月
五
日
、
園
都
長
安
の
食
糧
事
情
の
悪
化
を
避
け
て
東
都
洛
陽
に
滞
在
中
の
玄
宗
は
、

る
千
秋
節
の
目
、
諸
皐
士
と
道
信
に
命
じ
て
三
数
の
同
異
を
講
論
さ
せ
た
(
冊
府
元
縄
各
三
七
・
帝
王
部
・
頚
徳
)
。

み
ず
か
ら
の
誕
生
日
た

そ
し
て
、

さ
き
に
頒
示
し
て
い

た
「
御
注
孝
経
」
(
開
元
二
十
=
一
年
一
二
月
)
に
三
幅
削
到
と
す
る
べ
く
、
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
に
御
注
を
書

き
あ
げ
た
の
は
、
同
二
十
三
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
御
注
金
剛
経
の
完
成
に
あ
た
っ
て
、
中
書
令
の
張
九
齢
が
「
三
数
並
列
し
、
蔦
姓

(
開
元
十
年
六
月
)
と
「
御
注
道
徳
経
」

蹄
す
る
を
知
る
。
」
な
ど
と
上
言
し
た
(
佃
府
元
鑑
巻
五
一
・
帝
王
部
・
崇
四
伴
氏
〉
の
に
到
す
る
玄
宗
の
御
批
に
は
、

く
法
を
俸
う
る
有
り
。
寛
に
群
請
に
依
り
、

以
て
元
元
を
道
く
。

位
は
園
王
に
在
り
、
遠

ム日
V

か
の
孝
経
・
道
程
と
と
も
に
、
三
数
闘
く
る
な
し
に
の
文
章
、
が
み
え
る
。

「除、
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ち
な
み
に
、

た
め
、
容
易
に
関
讃
で
き
る
の
に
、

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

「
御
注
卓
序
盤
」
は
い
わ
ゆ
る
天
費
重
注
が
石
蓋
孝
鰹
と
稽
さ
れ
て
西
安
碑
林
の
正
面
に
据
え
ら
れ
、
宋
刊
本
が
四
部
叢
刊
経
部
に

h
p
 

「
御
注
道
徳
鰹
」
も
易
州
龍
輿
観
に
石
障
が
残
さ
れ
て
い
た
し
、
ま
た
遁
臓
・
洞
一
脚
部
・
玉
訣
類
に
も
牧
め
ら
れ
て
い
る

「
御
注
金
剛
経
」
だ
け
は
こ
れ
ま
で
ど
の
大
蔵
経
に
も
牧
め
ら
れ
ず
、
そ
の
全
貌
を
窺
う
よ
す
が
は
な
か

影
印
さ
れ
て
お
り
、

一
九
五
六
年
、
東
南
ア
ジ
ア
の
併
数
園
家
が
懇
迦
牟
尼
併
浬
繋
二
千
五
百
年
を
記
念
す
る
の
に
障
喜
し
て
、
中
園
併
数
協

舎
が
房
山
雲
居
寺
石
室
内
の
石
鰹
全
部
を
拓
本
に
と
る
大
事
業
を
遂
行
し
た
際
、
天
賓
元
年
八
月
十
五
日
に
立
て
ら
れ
た
四
石
八
面
の
御
注
金

剛
経
を
瑳
見
し
た
の
で
あ
る
。
林
元
自
「
房
山
石
経
初
分
過
自
記
」
(
現
代
俳
皐
一
九
五
七
年
九
月
続
)
の
。
四
御
注
金
剛
鰹
、
機
悔
滅
罪
停

輿
道
程
之
護
見
。
に
よ
る
と
、
粧
の
本
文
は
寸
楢
の
大
字
で
刻
さ
れ
讐
行
の
爽
注
は
簡
単
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
御
注
末
の
題
記
の
部
分

と
玄
宗
の
自
序
の
移
録
が
な
さ
れ
て
い
て
、
開
元
二
十
三
年
六
月
三
日
に
都
緯
門
威
儀
信
思
有
が
表
請
し
た
の
に
雁
じ
て
御
注
が
書
き
始
め
ら

れ
、
九
月
十
五
日
に
完
成
し
、
同
月
十
八
日
に
洛
陽
の
敬
愛
寺
で
慶
讃
法
要
が
営
ま
れ
た
有
棲
を
知
る
こ
と
が
で
き
制
。

239 
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玄
宗
は
、
孝
経

・
老
子
道
徳
組

・
金
剛
経
の
三
経
に
親
し
く
注
を
書
き
加
え
る
こ
と
で
、
儒
道
併
三
数
の
調
和
を
期
し
た
の
で
あ
る
が
、「一二

数
並
列
し
」

「
三
教
関
く
る
な
し
」
と
い

っ
た
言
葉
、
三
数
調
和
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
に
推
進
さ
れ
た
の
が
、

質
は
鎮
護
園
家
併
数
の

育
成
で
あ
っ
た
貼
は
見
落
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。
開
元
十
七
年
に
玄
宗
の
降
誕
日
を
千
秋
節
と
名
附
け
、
祝
賀
の
宴
を
行
な
う
こ
と
に
き
ま
る

A
Aリ

h
M
V
 

と
、
翌
十
八
年
に
は
詔
に
よ
っ
て
龍
興
寺
翻
に
覗
寄
道
場
が
設
け
ら
れ
、
毎
年
八
月
五
日
に
祝
賀
の
法
舎
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
二
十
六

年
(
七
三
八
)
六
月
に
は
、
玄
宗
靭
の
新
圏
分
寺
と
も
い
う
べ
き
、
年
放
を
冠
し
た
開
元
寺
と
開
元
蹴
が
全
圏
各
州
に
設
置
さ
れ
た
(
唐
舎
要
各

五
O
)。
翌
二
十
七
年
五
月
か
ら
、
従
来
は
龍
奥
寺
観
で
行
な
わ
れ
て
い
た
園
忌
日
の
法
要
と
皇
帝
誕
節
の
祝
賀
儀
式
の
う
ち
、
祝
賀
儀
式
は

こ
の
開
元
寺
翻
に
う
つ
し
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
二
十
九
年
に
は
皇
帝
の
員
容
を
開
元
寺
翻
に
安
置
し
、
更
に
天
費
三
載
(
七
四
四
〉
に

は
、
今
上
等
身
の
天
傘
像
と
併
像
を
、
そ
れ
ぞ
れ
開
元
翻
と
開
元
寺
に
肥
ら
し
め
る
と
い
っ
た
案
配
に
、
開
元
寺
翻
は
ま
っ
た
く
皇
運
扶
翼
の

一
機
闘
に
化
し
て
し
ま
っ

慨。

開
元
二
年
の
塑
迫
粛
正
で
始
ま
っ
た
玄
宗
朝
に
お
い
て
は
、
併
山
教
は
道
数
と
と
も
に
、
し
だ
い
に
鎖
滞
在
園
家
の

酔
を
ま
す
ま
す
深
め
て
い
く
が
、

く
、
長
安
の
貴
族
階
層
を
中
心
に

鎮
護
園
家
併
数
へ
の
色
影
を
強
め
た
例
数
数
圏
は

そ
れ
に
よ
っ
て
禁
塵
を
こ
う
む
る
何
ら
の
理
由
も
な

- 22ー

宗
教
と
し
て
の
役
割
を
魚
政
者
に
認
知
さ
れ
、
大
い
に
奨
勘
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
天
賓
年
聞
に
入
る
と
、
玄
宗
は
道
数
へ
の
心

い
よ
い
よ
栄
え
て
い
っ
た
。
天
賓
五
載
(
七
四
六
〉
、
玄
宗
自
身
、

不
空
か
ら
潅
頂
を
う
け
さ
え
し
た
の
で

あ
る
。
開
元
二
年
二
月
に
だ
さ
れ
た
、
寺
翻
の
創
造
を
禁
ず
る
詔
な
ど
も
空
文
に
蹄
し
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

天
賓
十
四
載
(
七
五
五
)
の
年
末
に
反
乱
を
起
こ
し
た
安
稔
山
の
軍
隊
は
、
都
の
長
安
に
進
撃
し
、
玄
宗
は
長
安
を
脱
出
し
て
四
川
に
蒙
塵
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
皇
太
子
が
即
位
し
て
粛
宗
と
な
り
、
玄
宗
は
上
皇
に
祭
り
上
げ
ら
れ
る
。
粛
宗
政
権
は
、
戦
費
を
賄
な
う
た
め
に
、
何

A
W
wγ
 

h
u
v
 

そ
の
打
開
策
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
遂
に
、
買
官
と
頁

と
し
て
で
も
新
た
な
財
源
を
み
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
盟
の
専
買
を
始
め
た
の
も
、

度
も
行
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
開
元
初
年
の
政
治
方
向
と
は
全
く
反
割
の
政
策
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。

宰
相
表
毘
ら
の
護
案
に
か
か
る
寅
度
牒
の
銭
は
香
水
銭
と
よ
ば
れ
、
洛
陽
荷
調
停
寺
の
一
脚
舎
は
、
こ
の
際
の
戦
費
調
達
に
大
い
に
協
力
し
た
。
買

度
牒
は
、
買
官
習
爵
と
と
も
に
窮
絵
の
一
策
で
あ
っ
て
、
ま
も
な
く
肢
止
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

一
時
し
の
ぎ
の
政
策
が
新
た
な
祉
舎
矛
盾



を
醸
成
す
る
の
は
避
け
が
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

E
X
安
が
反
能
軍
に
占
領
さ
れ
、
政
情
が
極
め
て
不
穏
の
さ
な
か
に
あ
っ
て
、
い
や
祉
曾
不
安
が
満
ち
み
ち
る
が
故
に
、
鳳
朔
で
の
粛
宗
朝
廷

は
、
宮
中
で
の
法
要
信
粛
を
盛
ん
に
管
な
み
つ
づ
け
た
。
毎
日
、
数
百
人
の
信
に
宮
中
の
道
場
で
、
長
夜
諦
併
さ
せ
て
い
た
(
資
治
通
鑑
巻
一
一
一

九・

至
徳
二
載
五
月
の
僚
)
。
粛
宗
は
、
長
安
に
蹄
っ
て
以
後
も
、
乾
元
元
年
(
七
五
八
)
に
は
、

密
教
の
不
空
を
入
内
さ
せ
、

翌
年
、
内
道
場
で

護
摩
と
濯
頂
法
を
行
な
わ
せ
さ
え
し
た
の
で
あ
る
。

上
元
二
年
(
七
六
一
〉
に
い
た
り
、
粛
宗
朝
廷
の
崇
併
ぶ
り
は
頂
黙
に
達
し
た
観
が
あ
る
。
ま
ず
正
月
甲
午
八
日
、
粛
宗
の
病
気
卒
癒
を
祈
願

し
て
、
張
皇
后
は
併
経
を
血
書
し
た
ハ
奮
謄
書
巻
一

O
)。
つ
い
で
四
月
甲
申
三
十
日
に

唐
興
寺
に
お
い
て
高
座
を
設
け
二
教
を
議
論
さ
せ
る

旨
の
詔
が
だ
さ
れ
(
冊
府
元
亀
各
五
ニ
・
帝
王
部
崇
緯
氏〉、

七
月
葵
巳
十

一
日
に
、

景
龍
嗣
慨
に
お
い
て
高
座
を
設
け
遁
程
二
数
を
講
論
さ
せ
た
と

い
う
(
冊
府
元
勉
巻
五
二
・
帝
王
部
崇
稗
氏
。
同
巻
五
四

・
帝
王
部
尚
北
貝
老
)
。

そ
し
て
九
月
甲
申
三
日
の
粛
宗
の
誕
生
日
た
る
天
成
地
卒
節
の

自
に

は
、
三
殿
に
道
場
を
設
け
、
宮
人
を
も
っ
て
併
・
菩
薩
と
な
し
、
北
門
の
武
士
を
金
剛
神
王
と
な
し
、
大
臣
を
召
し
て
膜
奔
圏
繰
せ
し
め
た
の

で
あ
る
〈
資
治
通
鑑
各
二
二
二
。
南
部
新
書
壬
)
。
み
ず
か
ら
の
誕
生
日
に
、
大
明
宮
の
三
股
た
る
麟
徳
殿
を
併
の
道
場
に
し
つ
ら
え
、
大
臣
た
ち

に
懐
装
の
併
・
菩
薩
に
向
か

っ
て
躍
奔
を
命
じ
る
に
い
た
っ
て
は
、
も
は
や
倫
尼
に
奔
君
を
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
唐
・
杜
佑
撰
の
通
奥

巻
六
八

・
瞳
・
信
尼
不
受
父
母
奔
及
立
位
議
大
唐
の
僚
に
、
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上
元
二
年
九
月

敷
す
ら
く
、
自
今
以
後
、
信
尼
ら
、
朝
曾
に
並
び
に
須
ら
く
臣
と
稿
し
及
び
躍
奔
す
べ
か
ら
ず
、

と

(
上
元
二
年
九

月
。
殺
。
自
今
以
後
。
僧
尼
等
。
朝
舎
並
不
須
穏
臣
及
躍
奔
。
〉

と
あ
り
、
こ
の
数
を
、

賛
寧
撰
の
大
宋
信
史
略
巻
下
・
劉
王
者
稽
謂
の
僚
で
は
、

A
川
w，

'M
m、

上
元
元
年
九
月
八
日
の
敷
と
し
て
言
及
し
て
い
る
。
い
ず
れ

の
繋
年
を
採
る
べ
き
か
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

い
ち
お
う
逼
典
に
従
っ
て
上
元
二
年
と
し
、
九
月
八
日
と
い
う
日
付
を
信
史
略
か
ら
採
用
す

る
と
す
れ
ば
、
三
般
に
道
場
を
設
け
た
日
か
ら
、

わ
ず
か
五
日
後
に
渡
せ
ら
れ
た
敷
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
玄
宗
の
開
元
二
十
一

年
(
七
一一一
一二
〉
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十
月
に
僧
尼
の
拝
君
を
命
じ
た
詔
は
、
二
十
八
年
後
の
粛
宗
の
上
元
二
年
(
七
六
一
〉
九
月
に
い
た
っ
て
撤
回
さ
れ
、
天
子
に
封
し
臣
と
稿
す
る
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こ
と
も
奔
躍
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
上
皇
に
祭
り
上
げ
ら
れ
た
玄
宗
が
、
四
川
か
ら
都
の
長
安
に
闘
っ
て
以
後
も
政

治
へ
の
介
入
は
出
来
な
い
ま
ま
、

亡
く
な
っ
た
の
は
、
こ
の
翌
年
で
あ
り
、
安
史
の
靴
、が
卒
定
さ
れ
る
の
は
、
さ
ら
に
そ
の
翌
春
の
こ
と
で
あ

る
。
武
奪
時
期
の
豪
著
な
造
寺
造
俳

・
偽
濫
備
の
横
溢
へ
の
批
剣
者
と
し
て
楓
爽
と
歴
史
の
槍
舞
蓋
に
登
場
し
た
青
年
天
子
玄
宗
は
、

牢
世
紀

後
、
即
位
前
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
混
凱
と
祉
禽
不
安
を
残
し
た
ま
ま
、
静
か
に
消
え
て
い
っ
た
。

入
唐
求
法
巡
艦
行
記
巻
二
に
み
え
る
、
開
成
五
年
(
八
四
O
)
三
月
に
登
州
で
、
入
唐
借
圃
仁
が
目
撃
し
た
、
詔
書
披
露
式
に
お
け
る
信
尼
遁

士
不
奔
の
記
事
は
、
こ
れ
よ
り
八
十
年
後
の
時
貼
で
、
公
式
に
は
不
奔
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
誼
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

南
宋
の

開
膳
二
年

(
=
δ
六
)
の
序
を
も
っ
趨
彦
衛
撰

・
雲
麓
漫
紗
巻
七
に
、

唐
書
の
志
に
、
道
土
・
女
冠

・
信
・
尼
、
天
子
に
見
ゆ
れ
ば
必
ら
ず
奔
す
、

ず
。

(
唐
喜
志
。
道
士
女
冠
僧
尼
。
見
天
子
必
昇
。
今
之
不
奔
。
未
知
起
自
何
時
。〉

と
。
今
の
不
奔
、

い
ま
だ
何
時
よ
り
起
こ
り
し
ゃ
を
知
ら

と世
一回
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
節
末
に
引
用
し
た
新
唐
書
・
百
官
志
の
記
事
は
、
開
元
二
十
一
年
か
ら
粛
宗
上
元
二
年
に
い
た
る
二
十
八
年
聞

の
賦
態
を
指
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
以
後
、
建
前
と
し
て
は
不
奔
が
ず
っ
と
縫
績
し
て
い
た
こ
と
を
傍
誼
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
南
宋
の

威
淳
年
間
(
一
二
六
五
J
七
四
年
)
の
情
況
を
俸
え
る
威
淳
臨
安
志
巻
七
五

・
寺
翻
の
篠
の
冒
頭
で
、
首
時
併
寺
と
道
親
、
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と
く
に
併
数
が
全
園

に
繍
ね
く
と
り
わ
け
銭
塘
杭
州
で
盛
ん
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
上
、

、引
M
，

ム
凶
い

う
貼
で
併
数
は
及
ば
な
い
と
言
っ
て
、
君
臣
の
義
に
篤
い
道
家
と、

「
道
家
は
君
臣
の
義
に
篤
く
、
傘
卑
を
厳
に
し
、

上
下
を
わ
か
っ
」
と
い

事
に
も
と
づ
く
と
み
ら
れ
る
呉
自
牧
撰
の
夢
梁
録
巻
十
五
・
城
内
外
諸
宮
観
の
僚
で
、
老
氏
の
数
え
は
、

A
刈同
，

お
い
て
、
韓
氏
の
し
か
ざ
る
所
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
嘗
時
、
併
数
が
「
君
臣
の
義
」

そ
う
で
な
い
併
家
と
の
違
い
を
指
摘
し
て
お
り
、
戚
淳
臨
安
志
の
こ
の
記

「
君
臣
の
分
」
が
あ
る
な
ど
の
黙
に

「
君
臣
の
分
」
を
な
い
が
し
ろ
に
し

て
い
た
寅
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

越
彦
衡
と
同
時
期
の
華
北
、
異
民
族
王
朝
た
る
金
の
支
配
下
に
お
い
て
も
原
則
と
し
て
は
不
奔
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
耶
律
楚
材
「
緯
氏
新
聞

(
湛
然
居
士
文
集
径
十
三
〉
か
ら
明
瞭
に
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
金
の
章
宗
の
泰
和
年
間
(
一
二

O
一
Je--O八
)
に
、

す
な
わ
ち
、

従

序



容
録
』
の
著
で
知
ら
れ
る
高
松
行
秀
が
、

し、

銭
二
百
蔦
の
寄
進
を
俸
え
る
章
宗
の
使
者
の
、

款
を
停
え
る
か
ら
脆
聴
す
る
よ
う
に
と
の
命
に
劉

「
寛
に
香
を
焚
き
、
立
ち
て
詔
旨
を
聴
き
」
そ
の
次
第
を
知
っ
た

安
ん
ぞ
野
人
の
閑
躍
を
用
い
ん
や
。
」
と
言
つ
て
の
け
た
の
で
あ
っ

「
出
家
児
、
安
ん
ぞ
此
の
例
あ
ら
ん
や
」
と
答
え
、
押
し
問
答
の
末
、

章
・0
ポは、

逆
に
使
者
を
責
め
て
「
肢
は
財
を
施
こ
し
一
帽
を
祈
り
し
の
み
。

て
、
高
松
行
秀
か
ら
印
可
を
え
て
湛
然
居
士
と
時
仇
し
た
耶
律
楚
材
は
「
上
下
煉
然
と
し
て
、
吾
が
師
、
王
公
の
前
に
屈
さ
ざ
る
に
服
せ
り
」
と

A
勺
ザ

誇
ら
し
げ
に
書
き
留
め
て
い
る
の
で
あ
刷
。
自
分
が
住
持
す
る
寺
院
へ
の
寄
進
を
俸
え
る
数
使
に
射
し
で
さ
え
、
詔
旨
を
脆
い
て
聴
く
例
は
な

い
と
突
っ
ぱ
ね
、
立
っ
た
ま
ま
聴
き
、
事
情
を
知
っ
た
皇
帝
も
借
侶
の
態
度
を
責
め
は
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
慧
遠
の
沙
門

不
敬
王
者
論
の
俸
統
が
、
金
朝
の
時
代
ま
で
、
脈
々
と
う
け
つ
が
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
宮
中
の
内
道
場
の
借
た
ち
が

例

寅
際
に
奔
を
行
な
っ
て
い
た
か
否
か
は
、
お
の
ず
か
ら
別
の
問
題
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
玄
宗
の
開
元
二
年
〈
七
一
四
〉
閏
二
月
に
僧
尼
道
士
ら
の
奔
父
母
が
命
ぜ
ら
れ
、
開
元
二
十
一
年
〈
七
一
三
ニ
)
十
月
に
は
信
尼
の

奔
君
が
強
要
さ
れ
る
と
と
も
に
、
粂
ね
て
奔
父
母
の
再
確
認
が
な
さ
れ
た
が
、
安
史
の
凱
の
最
中
の
粛
宗
上
元
二
年
(
七
六
一
)
九
月
に
い
た
っ

て
僑
尼
ら
の
奔
君
は
撤
回
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
き
れ
ば
、
唐
一
代
を
逼
じ
て
出
家
は
不
奔
君
親
の
紋
態
で
あ
っ
た
と
述
ベ
ら
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れ
た
道
端
良
秀
氏
の
見
解
に
同
意
し
え
な
い
の
み
な
ら
ず
、
粛
宗
の
上
元
二
年
九
月
に
お
け
る
奔
君
の
贋
止
は
、
安
史
の
観
に
功
績
の
あ
っ
た

信
園
へ
の
論
功
行
賞
で
あ
っ
て
特
別
な
の
で
あ
り
、
粛
宗
の
時
以
外
は
玄
宗
の
奔
君
の
制
を
踏
襲
し
た
と
さ
れ
る
藤
善
良
澄
氏
の
所
説
に
も
従

が
い
が
た
い
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
藤
善
氏
は
入
唐
求
法
巡
躍
行
記
の
記
事
に
は
言
及
し
て
お
ら
れ
な
い
。

信
尼
ら
の
奔
君
は
公
式
に
撤
回
さ
れ
た
。
で
は
開
元
二
年
間
二
月
に
護
せ
ら
れ
た
信
道
奔
父
母
の
詔
は
如
何
な
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
課
題

が
残
さ
れ
る
。
玄
宗
朝
以
後
も
、
奔
父
母
を
や
め
る
旨
を
含
む
詔
敷
類
は
俸
え
ら
れ
て
い
な
い
。
開
元
二
十
五
年
に
編
集
さ
れ
た
唐
律
疏
議
や

信
遁
奔
父
母
に
関
す
る
像
文
は
見
え
な
い
が
、
南
宋
の
慶
元
年
間
(
二
九
五
J
一一一

O
O年
)
に
制
定
施
行
さ
れ
た
法

宋
初
の
宋
刑
統
に
も
、
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律
文
を
分
類
集
成
し
て
い
る
慶
元
燦
法
事
類
の
巻
五
十
・
道
穣
門
に
、
道
律
令
の
一
僚
と
し
て
、

お
よ
そ
信
・
遁
は
総
腕
以
上
の
傘
長
の
奔
を
受
く
る
を
え
ず
。

(
諸
信
道
不
得
受
線
航
以
上
傘
長
奔
。
)
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と
い
う
文
が
み
え
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
唐
の
額
慶
二
年
(
六
五
七
)
二
月
に
出
さ
れ
た
「
僧
尼
不
得
受
父
母
奔
詔
」
で
、
信
尼
は
父
母
お
よ

び
傘
者
の
雄
奔
を
受
く
る
を
え
ず
、

が
、
十
四
世
紀
後
字
、
明
初
に
制
定
公
布
さ
れ
た
明
律
に
は
、
儀
制
令
の
な
か
に
借
道
奔
父
母
の
僚
が
あ
り
、

な
ら
び
に
父
母
を
奔
し
、
組
先
を
祭
杷
せ
し
む
。
喪
服
の
等
第
は
、

と
命
じ
て
い
た
趣
旨
と
同
じ
で
あ
っ
て

信
道
に
奔
父
母
を
も
と
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
》
」
こ
人

J

お
よ
そ
信

・
尼
・
道
土

・
女
冠
は
、

み
な
常
人
と
同
じ
。
違
う
者

は
杖

一
百
、
還
俗
せ
し
む
。

(
凡
僧
尼
道
士
女
冠
。
並
令
奔
父
母
。
祭
記
祖
先
。
喪
服
等
第
。
皆
輿
常
人
向
。
達
者
杖
一
百
還
俗
。
〉

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

り
、
宋
代
に
お
い
て
も
僧
尼
が
稗
氏
の
遺
式
を
な
お
守
っ
て
い
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

明
律
に
は

醇
允
升
『
唐
明
律
合
編
』
を
は
じ
め

多
く
の
注
緯
が
施
こ
さ
れ
て
お
り

そ
れ
ら
を
参
考
に
す
る
限

三
年
(
一
一
九
二
)
一
一
一
月
笑
巳
の
僚
に
み
え
る
、

た
だ
注
目
す
べ
き
は
、
金
史
巻
九
・
章
宗
紀

・
明
昌

信
尼
道
土
ら
が
父
母
親
属
を
奔
さ
な
い
貫
朕
の
改
革
が
論
議
さ
れ
た
際
、

依
援
す
べ
き
も
の

と
し
て
艦
官
が
引
用
し
た
唐
開
元
二
年
敷
の
節
略
文
に
よ
る
と
、
道
士

・
女
冠
・
信

・
尼
ら
は
「
自
今
以
後
、
並
び
に
父
母
を
奔
す
る
を
聴

す
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
唐
大
詔
令
集
巻
一

一
一
二
な
ど
に
所
牧
の
敷
文
に
み
え
る
「
並
令
奔
父
母
」
の
「
令
」
の
字
が
「
聴
」
に
お

き
か
え
て
俸
承
さ
れ
た
と
す
る
と
、
信
道
の
奔
父
母
は
、
奔
君
の
場
合
の
よ
う
な
命
令
で
は
な
く
、

奔
君
の
方
が
撤
回
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
奔
父
母
の
方
は
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
で
も
よ
い
と
い
う
許
容
で
あ
る
か
ら
、
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
二
八
年
に
護
表
さ

A
N
W
 

れ
た
桑
原
鴎
臓
「
支
那
の
孝
道
殊
に
法
律
上
よ
り
親
た
る
支
那
の
孝
道
」
(
岩
波
書
庖
刊
『
桑
原
隙
磁
全
集
』
第
三
谷
六
四
頁
吋
に
、

さ
き
の
明
律
を

掲
げ
た
上
、『

清
律
』
の
俊
文
も
『
明
律
』
の
そ
れ
と
一
字
を
違
へ
ぬ
。

か
く
て
東
菅
以
来
、
支
那
数
界
の
大
懸
案
と
な
っ
た
、

沙
門
が
君
父
に
奔

躍
を
行
ふ
べ
き
や
否
や
の
問
題
は

『
明
律
』
に
よ
っ
て
最
後
の
決
断
を
輿
へ
ら
れ
た
。
即
ち
支
那
の
僧
尼
は
、
全
然
家
族
主
義
孝
道
主

義
の
約
束
の
下
に
立
ち
、
こ
の
貼
で
は
何
等
俗
人
と
区
別
が
な
く
な
っ
た
。

と
述
べ
ら
れ
て
レ
た
の
が
、
大
局
的
に
み
て
安
嘗
な
見
解
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。



お

わ

り

沙
門
を
し
て
王
者
に
瞳
奔
さ
せ
、

回、

「
例
法
」
よ
り
も
「
王
法
」
の
優
位
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
園
家
側
か
ら
の
試
み
は
、
東
菅
治
下
の
二

七
世
紀
初
頭
の
晴
場
帝
の
治
世
、

い
ず
れ
も
挫
折
に
移
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
唐
代
に
な
る
と
、
園
家
権
力
は
君
主
に
射
す
る
奔
だ
け

で
な
く
、
雨
親
に
劃
す
る
奔
を
も
求
め
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
に
抵
抗
す
る
併
数
勢
力
は
執
揃
と
も
い
え
る
ま
で
の
不
奔
君
親
運
動
を
展
開
し

し
か
し
、
武
章
時
期
に
醸
成
さ
れ
た
祉
舎
矛
盾
の
緩
和
と
い

た
。
こ
の
不
奔
運
動
の
最
昂
揚
期
が
、
高
宗
の
龍
朔
二
年

2
2
C
乙
で
あ
っ
た
。

う
政
治
目
標
を
か
か
げ
て
登
場
し
た
玄
宗
は
、
綱
紀
の
粛
正
を
め
ざ
し
て
併
数
勢
力
に
も
強
匪
的
な
態
度
で
臨
み
、

開
元
二
年
(
七
一
四
)
閏
二
月
に
信
尼
に
奔
父
母
を
命
じ
、

そ
の
一
環
と
し
て
、

ま
ず

つ
い
で
同
二
十
一
年
(
七
一
一
一
一
一
一
〉
十
月
に
奔
君
を
も
強
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
開
元
年
聞
に
お
け
る
奔
君
親
の
断
行
に
際
し
て
、
現
存
の
史
料
に
よ
る
か
ぎ
り
何
ら
の
反
封
運
動
も
お
こ
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と

は
注
目
に
値
す
る
。
東
菅
の
慧
遠
、
陪
場
帝
期
の
彦
擦
と
明
贈
、
唐
古
同
宗
朝
の
威
秀
・
遁
宣
と
い
っ
た
正
義
汲
併
徒
に
比
肩
し
う
る
倫
界
指
導

者
の
名
を
一
人
も
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
思
う
に
、
開
元
二
年
は
、
中
園
史
上
に
し
ば
し
ば
訪
れ
る
、
政
治
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
粛
正
の
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時
期
に
嘗
り
、
併
数
数
圏
か
ら
ほ
ん
の
一
寸
し
た
抗
議
行
動
を
も
起
こ
せ
る
よ
う
な
雰
圏
気
で
は
な
く
、
こ
の
と
き
に
奔
父
母
と
い
う
外
堀
を

埋
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
開
元
二
十
一
年
に
奔
君
を
要
求
さ
れ
あ
わ
せ
て
拝
親
を
確
認
さ
れ
て
も
、

龍
朔
二
年
夏
に
お
け
る
不
奔
君
親
運
動
の
昂
揚
期
の
最
中
に
、

ま
っ
た
く
手
が
で
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

と
同
時
に
、

不
奔
君
親
を
主
張
す
る
論
貼
が
す
べ
て
出
蓋
し
て
し
ま

ぃ
、
園
家
か
ら
の
攻
勢
に
射
し
て
新
た
な
主
張
の
論
擦
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
併
数
数
圏
側
に
一
種
の
厭
戦
気
分
が
た
だ
よ
っ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

そ
の
厭
戦
気
分
を
助
長
さ
せ
た
の
が
、
玄
宗
に
よ
る
儒
道
併
の
三
数
調
和
の
試
み
、
圏
分
寺
た
る
開
元

寺
の
設
置
に
象
徴
さ
れ
る
園
家
の
微
笑
政
策
が
あ
っ
た
、

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

安
史
の
凱
の
移
憶
期
、
す
な
わ
ち
粛
宗
と
代
宗
の
治
世
が
、
併
事
を
行
な
う
べ
く
宮
中
に
設
け
ら
れ
た
内
道
場
の
最
盛
期
で
あ
っ
て
、

不
空
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(七

O
五
J
七
四
年
)
が
宮
廷
に
未
曾
有
の
勢
力
を
獲
得
し
て
い
た
。

こ
の
密
教
を
興
隆
し
た
セ
イ
ロ
ン
人
の
胡
信
・
不
空
の
晩
年
、
粛
宗
の
上



信
尼
ら
が
陪
位
し
な
い
旨
が
護
表
さ
れ
た
。

A
叩
w
，

ん
凶
い

代
表
さ
れ
る
よ
う
な
祈
鵡
例
数
が
園
家
権
力
の
中
枢
部
と
癒
着
し
た
結
果
と
し
て
、
棚
ぼ
た
の
恰
好
で
、
信
尼
奔
君
の
撤
回
を
一風
ち
得
た
の
で

元
二
年
(
七
六
一
)
九
月
に
、
僧
尼
ら
が
朝
舎
で
「
臣
」
と
稽
す
る
こ
と
も
礎
奔
す
る
こ
と
も
必
要
で
な
い
旨
の
放
が
下
り
、
代
宗
の
大
暦
八
年

つ
ま
り
、
併
数
数
圏
側
は
、
不
空
に

(七
七
三
)
十
二
月
に
は
、

元
日
と
冬
至
の
朝
賀
の
際
に、
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あ
る
。
そ
し
て
、

ひ
と
た
び
俗
尼
奔
君
の
撤
回
が
決
定
さ
れ
る
や
、
以
後
、
唐
五
代
の
み
な
ら
ず
、
{
木
金
の
時
代
ま
で
も
公
式
に
は
僧
尼
の
不

奔
王
者
が
貫
ぬ
か
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

惰
唐
時
代
に
お
け
る
雄
敬
問
題
の
推
移
を
、
史
料
に
即
し
て
跡
づ
け
ん
と
し
た
本
稿
執
筆
の
意
園
は
、
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
際
、

考
察
の
劉
象
を
、
「
王
法
」
、
「
併
法
」
針
立
の
焦
貼
あ
る
い
は
頂
貼
と
も
い
う
べ
き
僧
尼
奔
君
と
、
奔
父
母
を
め
ぐ
る
動
き
の
追
跡
に
限
定
し
、

倫
尼
所
緩
や
圏
分
寺
の
も
つ
史
的
意
味
に
燭
れ
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
み
か
、
信
尼
奔
君
と
密
接
不
可
分
の
借
尼
の
自
稿
の
饗
化
に

つ
い
て
も
敢
え
て
言
及
を
避
け
て
き
た
。
そ
れ
は
、
信
尼
奔
君
親
に
関
す
る
諸
説
が
並
存
し
て
い
る
研
究
史
の
寅
肢
に
鑑
み
れ
ば
、
根
本
史
料

で
あ
る
詔
放
の
吟
味
こ
そ
が
、

- 28ー

ま
ず
必
須
の
手
績
き
と
し
て
要
請
さ
れ
る
と
思
惟
し
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
本
稿
は
、
唐
玄
宗
朝
に

お
い
て
信
尼
奔
君
親
が
断
行
さ
れ
、
安
史
の
散
の
終
末
期
に
奔
君
の
撤
回
が
な
さ
れ
た
次
第
を
、
法
制
史
的
、
な
い
し
は
制
度
史
的
に
跡
づ
け

ん
と
し
た
小
論
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
制
史
研
究
、
制
度
史
研
究
に
つ
き
ま
と
い
が
ち
な
陥
葬
、
名
と
賀
、
建
前
と
現
買
が
話
離
し

て
い
る
の
に
一
致
し
て
い
る
と
み
な
し
て
は
い
な
い
か

の
検
読
が
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
じ
く
僧
尼
不
奔
王
者

が
法
制
上
は
認
め
ら
れ
て
い
た
と
言

っ
て
も
、
東
菅
の
謹
一
堂
速
の
時
代
で
は
名
買
が
一
致
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
唐
後
牢
期
以
後
の
例
数
数
回

全
般
が
園
家
例
数
の
色
合
を
濃
く
し
て
い
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、

な
し
崩
し
の
形
で
、

上
奏
文
な
ど
に
「
臣
」
と
稿
す
る
借
侶
が
現
れ
て
、
名

質
が
都
離
し
て
い
く
傾
向
の
生
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。
し
か
し
、

た
と
え
現
買
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
稿
で
は
、

「
稀
臣
」
が
法
制
と
し
て
強
制
さ
れ
て
い
た
の
は、

や
は
り
、

開
元
二
十
一
年
(
七
三
三
〉
か
ら
上
元
二
年
(
七
六
一
〉
ま
で
の
三
十
年
足
ら
ず

の
期
間
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
建
前
は
、
確
認
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
正
し
い
戒
律
を
俸
え
て
く
れ
る
師
を
招
請
す
る
使

命
を
帯
び
て
日
本
か
ら
渡
唐
し
た
築
叡

・
普
照
の
二
人
が
遣
唐
使
に
随
っ
て
洛
陽
に
達
し
た
の
は
翌
二
十
二
年
四
月
、

鑑
員
が
俸
戒
の
た
め
渡



日
を
承
諾
し
た
の
が
天
賓
元
年
、

五
回
の
失
敗
を
重
ね
た
の
ち
、

盲
目
の
身
で
渡
日
に
成
功
し
た
の
は
天
賓
十
二
載
の
歳
末
の
こ
と
で
あ
っ

鳴
り
，

'Mn、

つ
ま
り
、
鑑
員
が
、
正
し
い
戒
律
を
東
土
の
日
本
に
俸
え
ん
と
、
筆
舌
し
が
た
い
苦
第
を
つ
づ
け
て
い
た
足
か
け
十
二
年
聞
は
、
唐
土
に

.，。
み
れ

と
こ
ろ
で
、

お
い
て
借
尼
奔
君
親
が
強
行
さ
れ
て
い
た
期
聞
に
す
っ
ぽ
り
と
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

帥

日
本
に
お
け
る
例
数
の
受
容
過
程
で
は
、
不
奔
君
親
論
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
日
本
で
は
、
十
一
世

「
王
法
」
と
「
併
法
」
と
い
う
言
葉
を
並
列
し
て
、
政
治
権
力
と
南
都
・
北
嶺
な
ど
の
寺
社
勢
力
と
の
相
互
関
係
を
論
ず
る
よ
う
に

な
り
、
十
二
世
紀
に
な
る
と
「
王
法
」
と
「
併
法
」
は
互
い
に
依
存
し
あ
い
、
補
強
し
あ
い
、
運
命
を
と
も
に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
一
般

A
叩
マ

と
い
切
。
日
本
中
世
で
み
ら
れ
た
の
と
類
似
の
現
象
を
、
中
園
史
上
に
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
併
数
受
容
遁
程

紀
以
後
、

に
認
識
さ
れ
て
い
た
、

に
お
け
る
、
中
園
と
日
本
の
封
躍
の
違
い
は
、
雨
園
に
お
け
る
外
園
文
化
受
容
史
の
考
察
に
嘗
っ
て
も
示
唆
を
興
え
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
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註ω
板
野
氏
は
、
ま
ず
瞳
敏
問
題
を
考
察
し
、
つ
い
で
躍
敬
問
題
と
不
可
分

の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
悌
徒
の
検
籍
問
題
と
沙
汰
問
題

を
取
上
げ
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
王
様
の
下
に
例
数
を
置
か
ん
と
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
躍
敬
問
題
は
特
に
思
想
方
簡
を
分
捲
す
る
も
の
で
あ
っ

た
、
と
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
鈴
木
啓
造
「
東
耳
目
王
朝
と
僧
侶
の
不
奔
王

者
論
争
」
(
立
正
史
準
一
二
・
二
二
合
併
鋭
、
一
九
五
八
年
)
参
照
。

ω
貌
書
巻

一
一
四
・

稗
老
志

「初
法
果
毎
言
。
太
租
明
叡
好
道
。

即
是
嘗

今
如
来
。
沙
門
宜
鹿
護
躍
。
途
常
致
奔
。
謂
人
目
。
能
鴻
道
者
人
主
也
。

我
非
奔
天
子
。
乃
是
種
油
開
耳
。
」
な
お
、
塚
本
善
隆
「
北
貌
建
園
時
代
の

併
数
政
策
と
河
北
の
例
数
」
の

φ

二
太
租
の
建
圏
と
併
数
|
|
越
郡
法

果
の
活
動
と
園
家
的
例
数
の
基
調
1
1
9
(『
塚
本
善
隆
著
作
集
第
二

巻
』
大
東
出
版
社
刊
、
所
牧
)
参
照
。

ω
た
だ
し
、
桓
玄
と
割
一
品
遼
と
の
彪
酬
の
書
簡
の

一
部
と
慧
遠
の
「
沙
門
不

敬
王
者
論
」
五
篇
に
つ
い
て
は
、

『慧
遼
研
究
遺
文
篇
』
(
一
九
六

O

年
、
創
文
社
刊
)
に
-
誇
注
さ
れ
て
い
た
の
で
、
省
略
し
て
い
る
。

ω
板
野
長
八

「東
耳目
に
お
け
る
併
徒
の
躍
敬
問
題
」
六
九
J
七
O
頁
。

ω
鎌
田
茂
雄
氏
は
、
か
つ
て
「
中
唐
の
併
数
の
努
動
と
園
家
権
力
」
(
東

洋
文
化
研
究
所
紀
要
第
二
十
五
冊
、
一
九
六
一
年
〉
の
ゴ
一
併
数
数
圏

と
園
家
権
力
。

(
の
ち

『中
園
華
鍛
思
想
史
の
研
究
』
第
一
部
第
三
章
第

二
節
に
再
録
〉
に
お
い
て
、
俳
数
数
闘
が
園
家
権
力
に
従
属
す
る
過
程

を、

ω沙
門
不
敬
王
者
の
問
題
、

ω僧
尼
所
隷
の
問
題
、

ω圏
分
寺
設
立

の
問
題
と
い
う
三
つ
の
硯
黙
か
ら
考
察
さ
れ
た
。
そ
の
際
、

ωの
考
察
の

結
論
の
部
分
で
、

初
唐
に
一
時
再
燃
し
た
不
奔
君
親
論
は
、
そ
の
後
、
永
久
に
影
を
ひ
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そ
め
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
寅
は
、
併
数
数
幽
が
中
園
古
代
園
家
の

強
大
な
権
力
に
従
属
し
た
事
貨
を
一
亦
す
も
の
で
あ
る
。
一
方
例
数
側
か

ら
見
れ
ば
、
併
数
は
か
え
っ
て
園
家
権
力
を
利
用
す
る
こ
と
に

よ
っ

て
、
数
幽
的
基
礎
を
確
立
し
、
勢
力
を
伸
長
し
た
と
も
い
え
よ
う
。
(二

O
七
頁
)

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

同
頼
度
二
年
二
月
の
詔
の
出
典
を
『
唐
品
目
要
』
各
五

O
と
さ
れ
る
の
は
、

巻
四
七
の
潟
し
関
連
い
、
龍
朔
二
年
四
月
の

記
事
の
出
血
ハ
を
『
康
弘
明

集
』
径
十
五
と
さ
れ
る
の
は
、
各
二
十
五
の
開
遠
い
、
い
ず
れ
も
高
雄
論

文
は
誤
っ
て
い
な
い
。

仰
木
文
で
引
用
し
た
鎌
田
氏
の
文
章
末
の
「
云
云
」
の
部
分
に
は
、

帝
王
に
射
す
る
沙
門
の
稽
呼
も
唐
初
ま
で
は
「
貧
道
某
」
「
沙
門

某
」
と
い
わ
れ
た
が
、
粛
宗
の
上
元
元
年
(
七
六

O
〉
一一
一
月
八
日
、
六

租
叫
芝
山
の
弟
子
令
絡
の
上
表
に
初
め
て
「
臣
」
と
記
し
て
か
ら
、
こ
れ

が
一
般
の
慣
例
と
な
り
、
宋
代
で
は
沙
門
の
上
表
文
に
「
臣
頓
首
」
等

と
書
か
れ
る
に
至
っ
た
。

と
あ
り
、
高
雄
論
文
を
踏
ま
え
た
こ
の
部
分
の
論
旨
が
、
(
史
貨
は
別
と

し
て
)

4

唐
代
例
数
の
園
家
的
性
格
。
を
説
明
し
て
お
ら
れ
る
黙
は
肯
け

る
。
な
お
、
横
超
慧
日
「
中
園
例
数
に
於
け
る
園
家
意
識
」
(
『
中
園
併
数

の
研
究
』
一

九
五
八
年
、
法
磁
館
刊
、
所
収
〉
は
、
王
法
と
例
法
な
ど
を

考
察
さ
れ
た
有
盆
な
論
文
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
唐
代
以
後
に
は
設

き
及
ん
で
お
ら
れ
な
い
。

同
道
端
良
秀
「
唐
代
の
伶
尼
不
奔
君
親
論
」
五
五
J
五
八
頁
、
同
『
唐
代

仰
数
史
の
研
究
』
一
ニ
一
-
一
六
J
四
O
頁。

制
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
躍
行
記
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第
二
巻
』
二
七
一

J
七
二
頁
。
た

だ
し
、
小
野
氏
が
、
全
麿
文
所
蚊
の
詔
に
「
臣
子
之
雄
」

と
あ
る
の
は
譲

り
で
、
唐
大
詔
令
集
所
収
の
救
に
「
君
子
之
鴎
」
と
あ
る
方
が
よ
く
、
士

人
の
躍
の
意
味
だ
、
と
さ
れ
た
黙
は
首
肯
し
が
た
い
。

同
藤
善
輿
澄
「
底
中
期
例
数
史
序
説
」
一
一
八
J
二
九
頁
。
た
だ
し、

藤
善

氏
は
、
冊
府
元
勉
巻
六
三
・

設
就
令
の
項
に
も
同
一
記
事
が
み
え
て
い

る
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
何
か
の
思
い
違
い
で
あ
ろ
う
。

ω
藤
義
同
氏
は
、
そ
の
後
、
「
陪
唐
例
数
へ
の
視
角
」
(
『中
圏
中
世
史
研

究』

一
九
七

O
年
、
東
海
大
皐
出
版
舎
刊
、
所
枚
)
を
愛
表
さ
れ
た
際、

そ
の
ゴ
一
園
家
権
力
へ
の
殺
風
説
批
剣
。
で
、

私
は
さ
き
に
躍
敬
問
題
を
と
り
あ
げ
て
、
唐
の
玄
宗
朝
に
「
沙
門
は

ま
さ
に
君
と
親
を
非
す
ベ
し
」
と
の
儀
が
成
立
し
た
と
論
説
し
た
が
、

こ
の
原
理
を
め
ぐ
る
争
い
が
償
制
と
も
ど
も
成
立
し
た
か
ら
と
い
う
一

事
を
も
っ
て
、
借
図
が
皇
帝
権
に
屈
伏
し
た
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と

は
思
わ
な
い
。
云
云
。
会
二
四
頁
)

と
述
べ
ら
れ
て
、
留
保
を
附
し
て
お
ら
れ
る
。

ゆ

山

崎

宏
「
陥
の
古
同
組
文
帝
の
例
数
治
園
策
」
(
『
支
那
中
世
例
数
の
展

開
』

一
九
四
二
年
、
清
水
書
庖
刊
〉
、
塚
木
善
隆
「
陪
係
数
史
序
説
|
|

陪
文
帝
誕
生
説
話
の
例
数
化
と
宣
布
1
1
1
」

(
『塚
本
善
隆
著
作
集
第

三
巻
』
所
牧
)
、
藤
善
良
澄
「
北
費
系
官
僚
の
一
動
向
|
|
惰
文
帝
の
誕

生
説
話
を
て
が
か
り
に
|
|
」
(
鷹
陵
史
田
空
ニ

・
四
合
併
銃
、
一
九
七
七

年
)
参
照
。

帥
仁
王
般
若
経
は
、
梁
・
借
鮎
撲
の
出
三
蔵
記
集
径
四
で
は
新
集
績
撰
失

明一梓雑
経
録
の
な
か
に
著
録
さ
れ
、
鳩
陛
羅
什
誇
と
は
し
て
い
な
い
し
、
同

省
八
の
梁
武
帝
の
註
解
大
品
序
に
「
唯
仁
玉
般
若
具
書
名
部
。
世
段
以
骨
周

僑
経
。
今
則
置
而
不
論
。
」
と
あ
り
、
梁
代
で
は
傷
経
と
し
て
扱
わ
れ
て
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い
た
こ
と
が
分
る
。
な
お
、
牧
田
諦
亮
『
疑
経
研
究
』
(
一
九
七
六
年
、

京
都
大
祭
人
文
科
摩
研
究
所
刊
〉
の
「
第

一
章
中
園
傍
数
に
お
け
る
疑

経
の
研
究
」
参
照
。

帥
布
目
潮
混
「
陪
開
皇
律
と
悌
数
」
(
『
橋
本
博
士
退
官
記
念
併
数
研
究
論

集
』
一
九
七
五
年
、
清
文
堂
刊
、
所
収
〉
で
は
、
唐
開
元
律
の
「
盗
致
天

傘
併
像
」
の
俊
文
、
つ
ま
り
駿
併
禁
止
の
律
は
陪
の
開
皇
律
に
始
ま
る
、

と
さ
れ
て
い
る
。

帥
康
弘
明
集
各
二
五
(
大
正
競
経
五
二
巻
二
八

O
頁
下
〉
「
惰
煽
帝
。
大

業
三
年
新
下
律
令
格
式
。
令
云
。
諸
信
道
士
等
。
有
所
前
償
請
者
。
並
先
須

致
敬
。
然
後
陳
理
。
雌
有
此
令
。
償
責
不
行
。
時
沙
門
緯
彦
環
不
忍
其

事
。
乃
著
一
渦
回
論
以
抗
之
。
」

帥
集
沙
門
不
際
奔
俗
等
事
巻
二
(
大
正
威
綬
五
二
巻
四
五
二
頁
中
)
「
惰

場
帝
。
大
業
中
改
革
前
政
。
令
沙
門
奔
帝
及
諸
官
長
等
。
懸
之
雑
令
。
」

肋
楠
山
春
樹
『
老
子
摘
開
設
の
研
究
』
(
一
九
七
九
年
、
創
元
社
刊
)
一
七

九
頁
参
照
。

同
資
治
通
鑑
巻

一
九
一
・
武
徳
九
年
四
月
の
僚
「
辛
巳
。
下
詔
。
命
有
司

沙
汰
天
下
僧
尼
道
士
女
冠
。
:
:
:
。
」
同
年
六
月
庚
申
の
候
「
是
目
。
下

詔
。
赦
天
下
O
i
-
-
-
其
借
尼
道
士
女
冠
。
並
宜
依
奮
。
闘
家
庶
事
。
皆
取

秦
王
底
分
。
」

同
唐
大
詔
令
集
巻
一
一
一
二

・
政
事

・
道
程
・
僧
尼
不
得
受
父
母
奔
詔
「

:

・
・自
今
以
後
。
僧
尼
不
得
受
父
母
及
品
持
者
捜
奔
。
所
司
明
信
用
法
制
。
即
宜

禁
断
。
」
な
お
、
唐
舎
要
単位
四
七
・
議
緯
数
上
に
も
「
穎
慶
二
年
詔
日
」

と
し
て
、
同
文
が
み
え
る
。

帥
康
弘
明
集
名
二
五
(
大
正
蔵
経
五
二
巻
二
八
四
頁
上
)
と
集
沙
門
不
慮

奔
俗
等
事
巻
三
(
同
四
五
五
頁
上
)
に
、
「
今
上
制
沙
門
等
致
奔
君
親
救

一
首
」
と
題
し
て
、
殺
の
全
文
を
枚
め
て
い
る
。

帥
四
月
十
五
日
の
丁
度
一
箇
月
後
の
五
月
十
五
日
に
「
大
集
文
武
官
僚
九

品
以
上
。
弁
州
豚
官
等
千
有
除
人
。
線
坐
中
華
都
堂
。
時
府
議
其
事
。
」
と

い
っ
た
舎
議
が
開
か
れ
た
の
は
、
儀
制
令
に
「
諸
在
京
文
武
官
職
事
九
品

以
上
。
朔
望
日
朝
。
」
(
『
麿
令
拾
遺
』
四
七
三
一
頁
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
毎

月
一
日
と
十
五
日
が
定
例
の
朝
参
日
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

同
僧
尼
の
奔
君
親
を
討
議
す
る
べ
く
開
催
さ
れ
た
、
こ
の
時
の
中
華
都
堂

舎
議
に
関
す
る
例
数
側
の
記
録
は
、
唐
代
に
お
け
る
朝
議
の
寅
態
を
幼
仰

と
さ
せ
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
唐
代
に
お
け
る
三
省
六

部
の
機
能
を
考
察
す
る
上
で
も
、
見
逃
し
え
な
い
事
賞
を
提
供
し
て
く
れ

る
。
こ
の
曾
議
に
出
席
し
、
の
ち
に
意
見
を
提
出
し
た
官
僚
た
ち
の
所
属

す
る
部
局
は
、
窟
由
来
の
官
名
で
記
す
と
、
山
問
書
省
の
六
部
・
九
寺

・五
監

・
十
六
術
・
内
侍
省
・
東
宮
・
王
府
の
ほ
か
、
州
豚
と
し
て
薙
州
と
長
安

・
蔦
年
雨
鯨
で
あ
っ
て
、
中
書
省
と
門
下
省
に
所
属
す
る
者
は
一
人
も
参

加
し
て
い
な
い
。
よ
り
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
唐
の
三
省
六
部
」
(
『
陪
唐
帝

薗
と
東
ア
ジ
ア
世
界
』
一
九
七
九
年
、
汲
古
書
院
刊
、
所
枚
)

一
七
九
J

八
O
頁
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

同
谷
川
道
雄
「
武
后
朝
末
年
よ
り
玄
宗
朝
初
年
に
い
た
る
政
争
に
つ
い

て
」
〈
東
洋
史
研
究
一
四
巻
四
鏡
、
一
九
五
六
年
〉
、
磁
波
護
「
唐
中
期
の

政
治
と
祉
舎
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
5
』
、
一
九
七

O
年
、
岩
波
書
庖

刊
、
所
牧
)
参
照
。

帥
塚
本
義
ロ
隆

『唐
中
期
の
浄
土
数
』
(『
塚
本
善
隣
著
作
集
第
四
谷
』
所

牧
)
の
コ
一
代
宗
・
徳
宗
時
代
の
長
安
悌
数
」
と
く
に
註
(

6

)

玄
宗

の
封
例
数
政
策
、
を
参
照
。

帥
資
治
通
鑑
巻
二
二
・
開
元
二
年
正
月
の
燦
「
丙
寅
。
命
有
司
沙
汰
天
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下
僧
尼
。
以
僑
妄
還
俗
者
蔦
二
千
徐
人
。
」
同
二
月
の
傑
「
丁
未
。
殺
。

自
今
所
在
傍
得
創
建
併
寺。

醤
寺
頒
楠
岨
熔
芸
者。

詣
有
司
陳
牒
検
視
。
然

後
聴
之
。
」

悌
唐
大
詔
令
集
で
は
開
元
二
年
間
二
月
三
日
の
殺
と
す
る
が
、
唐
禽
要
巻

四
七
で
は
間
二
月
十
三
日
、
冊
府
元
縄
各
六

O
で
は
閏
二
月
笑
亥
す
な
わ

ち
五
日
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
な
お
、
全
麿
文
で
は
知
制
詰
の
職
掌
柄
こ

の
殺
の
起
草
に
あ
た
っ
た
蘇
廻
の
文
章
と
し
て
を
二
五
四
に
牧
録
さ
れ
て

い
る
。

帥
全
唐
文
巻
二

一に

「
禁
百
官
輿
憎
道
往
還
制
」
と
題
し
て
枚
め
る
制

は
、
冊
府
元
勉
巻
一
五
九
に
七
月
戊
申
つ
ま
り
二
十
三
日
に
だ
さ
れ
た
と

す
る
制
を
史
料
源
に
す
る
。
唐
舎
要
巻
四
九
に
は
七
月
十
三
日
の
救
と
し

て
い
る
。

凶

全

庖
文
谷
二
六
に
「
禁
坊
市
銭
併
篤
経
詔
」
と
題
し
て
収
め
る
詔
は
、

冊
府
元
亀
谷

一
五
九
に
七
月
壬
子
つ
ま
り
二
十
七
日
に
だ
さ
れ
た
と
す
る

詔
を
史
料
源
に
す
る
。

麿
曾
要
巻
四
九
に
は
二
十
九
日
の
救
と
し
、

唐
大

詔
令
集
巻
一
一

一一
一
で
は
「
断
書
経
及
銘
仰
像
救
」
と
題
し
七
月
に
だ
さ
れ

た
と
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
資
治
通
鑑
巻
二
一
一
・
関
元
二
年
七
月
の

僚
に
「
戊
申
。
禁
百
官
家
傍
得
輿
帰
国
尼
道
士
往
還
。
壬
子
。
禁
人
閲
鋳
併

寓
経
。
」
と
あ
っ
て
、
日
付
は
と
も
に
冊
府
元
勉
の
に
合
致
し
て
い
る
。

帥

奮
唐
書
記
也
九
六

・
挑
崇
体
。
な
お
、
塚
本
善
隆

『唐
中
期
の
浄
土
数
』

の
コ
一
、
代
宗

・
徳
宗
時
代
の
長
安
例
数
」
参
照。

側
道
端
良
秀
「
唐
朝
に
於
け
る
道
数
針
策
|
|
特
に
官
道
槻
設
置
と
道
摩

に
就
い
て
」
(
支
那
例
数
史
皐
四
巻
二
鋭
、
一
九
四

O
年
)
、
藤
善
員
澄

「
官
吏
登
用
に
お
け
る
遁
穆
と
そ
の
意
義
」
(
史
林
五
一
巻
六
続
、
一
九

六
八
年
)
参
照
。
な
お
藤
普
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
御
注
道
徳
経
が
完

成
し
た
の
は
開
元
二
十
年
十
二
月
で
、
同
二
十
三
年
三
月
に
公
卿
土
庶
お

よ
び
道
律
二
門
に
頒
示
さ
れ
た
。

帥

道
端
良
秀
『
唐
代
俳
致
史
の
研
究
』
一一一一一一九
J
四
O
頁
、
同
『
例
数
と

儒
数
倫
理
』
一
九
三
J
九
四
頁
。
小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
穫
行
記
の
研

究

第

二

巻
』
二
七
一

J
七
二
頁
。
藤
善
員
澄
「
唐
中
期
併
数
史
序
説
」

二
八
J
二
九
頁
。

同

楠
山
氏
は
、
河
上
公
が
漢
文
帝
の
切
な
る
願
い
に
態
え
て
老
子
の
注
解

を
授
け
た
と
い
う
河
上
公
設
話
の
内
容
に
、
中
国
併
数
史
上
に
有
名
な
不

敬
王
者
の
論
の
影
響
が
あ
る
こ
と
に
箸
目
し
、

唐
の
高
宗
朝
龍
朔
二
年
に

奔
種
問
題
を
め
ぐ
っ
て
提
出
さ
れ
た
有
司
の
議
朕
の
な
か
の
六
首
に
河
上

公
の
故
事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

同

全
漢
昇

『唐
宋
帝
園
輿
運
河
』
(
一
九
四
六
年
、

商
務
印
書
館
刊
)
一
一

三
頁
、
安
藤
更
生
『
竪
員
大
和
上
惇
之
研
究
』

(
一
九
六

O
年
、
卒
凡
社

刊
)
七
五
頁
参
照
。

叫

曲
江
張
先
生
文
集
巻
十
五

・
賀
御
注
金
剛
経
紋
弁
御
批
「
右
内
侍
予
鳳

鮮
宣
教
。
垂
示
直
等
御
注
金
剛
経
。
:
:
:
三
教
並
列
。
官
同
姓
知
館
。

臣
等

黍
奉
天
文
。
不
帥
町
荷
裁
。
無
任
慶
路
之
至
。
(
御
批
)
:
:
朕
位
在
園
王
。

遠
有
侍
法
。
寛
依
群
請
。
以
道
元
元
。
輿
夫
孝
経
道
経
。
三
数
無
関
。
」

伺
武
内
義
雄
「
訪
古
碑
記
」
(
『
武
内
義
雄
全
集
第
十
巻
』
一
九
七
九

年
、
角
川
書
庖
刊
、
所
牧
)
一
八
五
頁
以
下
参
照
。

同

中
園
併
致
協
舎
一編
の
拓
本
圃
録
集
『
房
山
雲
居
寺
石
経
』
(
一
九
七
八

年
、
文
物
出
版
枇
刊
)
の
解
説
で
も
、
御
注
金
剛
経
の
注
末
題
記
〈
一
四

頁
〉
と
自
序
(
一
八
頁
)
の
移
臨
時
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
拓
本
骨
同
居
間
の
紹

介
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

M
W

大
谷
光
照
『
唐
代
の
併
敬
儀
膿
』
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頁
以
下
、
宮
崎
市
定
「
元
日
と
誕
生
日
」
〈
『
東
風
西
雅
』
一
九
七
八
年
、

岩
波
書
庖
刊
、
所
枚
)
参
照
。

伺
滋
野
井
悟
「
唐
朝
の
宗
教
政
策
」
(
『
唐
代
俳
数
史
論
』
一
九
七
三
年
、

卒
繁
寺
書
庖
刊
、
所
収
)
参
照
。

帥
孤
波
護
「
三
司
使
の
成
立
に
つ
い
て
」
(
史
林
四
四
巻
四
鏡
、
一
九
六

一
年
〉
参
照
。

帥開
通
典
に
は
、
粛
宗
の
上
元
二
年
九
月
の
教
に
つ
づ
け
て
代
宗
の
大
歴
八

年
〈
七
七
一
ニ
)
十
二
月
に
だ
さ
れ
た
「
元
日
冬
至
朝
賀
。
其
僧
尼
道
士
女

冠
。
並
不
陪
位
。
」
と
い
う
制
を
載
せ
て
お
り
、
大
宋
借
史
略
巻
下
・
封

王
者
穂
謂
の
僚
の
末
(
大
正
識
経
五
四
巻
二
五
二
頁
上
)
で
は
、

至
上
元
元
年
九
月
八
日
。
殺
。
今
後
僧
尼
朝
倉
。
並
不
須
稽
臣
及
雄

拝
。
斯
乃
因
関
元
中
令
信
道
奔
。
時
皆
稽
巨
。
至
是
方
克
也
。
大
歴
八

年
。
叉
放
元
日
冬
至
朝
賀
陪
位
。
義
以
代
宗
之
世
君
臣
表
一泉。

借
重
空

門
。
此
亦
久
汚
則
陰
。
既
否
終
泰
也
。

と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
上
元
年
聞
の
教
は
、
傍
組
統
紀
巻
四

O
(大
正

磁
経
四
九
径
三
七
六
頁
中
〉
で
も
上
元
元
年
の
僚
の
つ
づ
き
に
見
え
(
二

年
の
僚
は
な
い
て
志
磐
の
意
見
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

制

威

淳
臨
安
志
巻
七
五

・
寺
翻
一
「
今
浮
屠
・
老
氏
之
宮
偏
天
下
。
而
在

銭
唐
盛
岡
尤
衆
。
二
氏
之
数
莫
盛
於
銭
唐
。
而
鼠
平
浮
屠
者
篤
尤
衆
。
合
京
域

内
外
。
壁
諸
邑
寺
。
以
百
計
者
九
。
而
弱
士
之
慮
。
不
能
什
一
。
:
・
而

道
家
篤
於
君
臣
之
義
。
殿
傘
卑
等
上
下
。
則
箆
浮
屠
閉
学
者
不
及
駕
。
」

同開

夢
梁
録
巻
十
五
・
域
内
外
諸
宮
観
「
稗
老
之
数
偏
天
下
。
而
杭
郡
篤

甚
。
然
二
数
之
中
。
莫
盛
子
四
拝
。
故
老
氏
之
慮
。
十
不
及
一
。
但
老
氏
之

致
。
有
君
臣
之
分
。
品
骨
厳
難
犯
。
報
廊
崎
甚
捷
。
故
奉
老
氏
者
。
倍
加
恭

敬
。
不
敢
薮
演
。
此
穆
氏
之
所
不
如
也
。
」

帥

湛
然
居
士
文
集
径
十
三

・
四
伴
氏
新
聞
序
「
翌
日
。
章
廟
入
山
行
香
。
鹿

垂
顧
問
。
の
御
室
百
詩
一
章
遺
之
。
師
亦
泊
如
也
。
車
種
府
還
宮
。
遺
使
賜
銭

二
百
古
向
。
使
者
惇
数
。

A
叩
師
脆
聴
。
師
目
。
出
家
見
安
有
此
例
。
使
者
怒

目
。
若
然
則
予
蛍
廻
車
。
師
日
。
俸
旨
則
安
敢
不
聴
。
不
停
則
亦
由
使
者

意。

寛
焚
香
立
聴
詔
旨
。

立早
廟
知
之
。
責
其
使
目
。
朕
施
財
析
一
隅
耳
。
安

用
野
人
閑
躍
耶
。
上
下
僚
然
。
服
吾
飾
不
屈
王
公
之
前
失
。
」

川
開

成
尋
の
入
宋
放
行
記
「
参
天
台
五
菱
山
記
」
第
四
、
紳
宗
の
照
寧
五
年

(一

O
七
二
〉
十
月
二
十
二
日
の
僚
に
、
成
尋

一
行
が
宮
中
で
紳
宗
に
謁

見
し
た
際
の
模
様
を
「
衣
通
事
出
進
敬
屈
。
呼
聖
期
首
内
賓
。
次
諸
僧
低

頭
。
呼
高
裁
高
々
歳
。
」
と
記
録
し
、
同
第
七
、
照
寧
六
年
三
月
二
日
の

僚
に
、
後
苑
で
の
祈
雨
道
場
の
様
子
を

「最
初
駕
来
時
。
諸
待
出
橋
南
。

誼
立
呼
翠
期
首
問
察
官
同
品
国
々
々
高
々
歳
。
郎
御
盤
前
選
入
堂
畢
。」

と
記
録

し
て
い
る
。
な
お
、
道
端
良
秀
氏
は

『悌
教
と
儒
数
倫
理
』
一
一
一
一
一
頁
以

下
に
お
い
て
、
宋
代
以
後
の
躍
敬
問
題
を
論
じ
、
道
誠
の
開
伴
氏
要
覧
、

士
心

磐
の
併
祖
統
記
、
賛
寧
の
伶
史
略
の
記
述
か
ら
み
て
、
宋
代
で
は
な
お
も

併
数
側
は
慧
遠
の
沙
門
不
敬
王
者
論
の
支
持
者
で
あ
っ
た
が
、
元
代
で
は

百
丈
清
規
の
目
次
か
ら
も
、
寺
院
に
お
け
る
法
舎
は
聖
欝
高
裁
を
祈
願
す

る
の
が
第
一
で
あ
っ
て
、
備
は
天
子
の
巨
と
な
り
、
出
家
不
奔
は
問
題
と

な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
元

代
に
あ
っ
て
も
二
元
史
各
二

O
二

・
懇
老
俸
に
、
ラ
マ
数
の
帝
師
に
つ
い

て
で
は
あ
る
が
、
「
雌
帝
后
妃
主
。
皆
因
受
戒。

而
潟
之
膜
奔。
」
と
博

え
ら
れ
る
よ
う
な
事
態
が
つ
づ
い
て
い
た
こ
と
は
、
確
認
し
て
お
く
べ
き

で
あ
ろ
う
。

帥

こ
の
論
文
は
、

『
中
園
の
孝
道
』
と
題
し
、
宮
崎
市
定
氏
の
解
説
っ
き

で
、
講
談
社
皐
術
文
庫
(
一
九
七
七
年
刊
)
に
枚
め
ら
れ
て
い
る
。
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同

山
崎
宏
「
不
空
三
歳
」
(『惰
唐
併
数
史
の
研
究
』
一
九
六
七
年
、
法

磁
館
刊
、
所
牧
)
参
照
。
山
崎
氏
は
、
不
空
が
安
政
山
の
飢
の
直
前
に
西

北
の
軍
問
、
幕
府間
翰
の
紹
射
的
締
心
を
う
け
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
て

い
る
。

間
安
藤
更
生
『
繋
輿
大
和
上
停
之
研
究
』

(
一
九
六

O
年
、
卒
凡
社
刊
)

参
照
。

同
開
薗
田
香
融
「
園
家
併
数
と
祉
曾
生
活
」
(『岩
波
講
座
日
本
歴
史
4
』
一

九
七
六
年
、
岩
波
書
庖
刊
、

所
牧
〉
三
五
六
J
五
七
頁
参
照
。

制

黒

田
俊
雄

『
日
本
中
世
の
図
家
と
宗
数
』

(
一
九
七
五
年
、

岩
波
書
庖

刊
)
の
苅
の
二
「
王
法
と
傍
法
|
権
門
睦
制
の
宗
数
的
特
質
|
」
お
よ
び

同
『
寺
社
勢
力
1

1
も
う
一
つ
の
中
世
祉
舎
|
|
』
爪
岩
波
新
書
、
一
九

八

O
年
、
岩
波
書
庖
刊
)
E
の
「
2
王
法

・
併
法
と
本
地
・
垂
迩
と
」

参
照
。
法
然
の
専
修
念
併
宗
を
郵
劾
し
た
貞
慶
起
草
の
『
興
一
踊
寺
奏
朕
』

(
一
二

O
五
年
)
の
第
九
、
閣
土
を
蹴
る
失
、
で
は
、
本
来
、
「
併
法

・

王
法
、
な
お
身
・
心
の
ご
と
き
」
も
の
で
あ
り
、
「
併
法
と
王
道
と
、
永

く
乾

・
坤
に
均
し
か
ら
ん
こ
と
を
願
う
」
故
に
、
そ
の
相
資
相
依
の
関
係

を
許
容
し
よ
う
と
し
な
い
専
修
念
併
は
札
改
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い

ヲ
心
。
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THE PROBLEM OF THE RELATIONS BETWEEN

　　

THE SANGHA OR BUDDHIST COMMUNITY

　　　　　

AND THE HEAD OF THE STATE

　　　　　　

IN THE TANG 唐DYNASTY

TONAMI Mamoru

　　　

The dispute over whether Buddhist monks should render homage to their

parents and to the throne, epitomized the antagonistic relationship between

the Buddhist community and the secular state during the process of absorp-

tion of Buddhism in China. This paper tried to trace down how this problem

changed in the Tang times.

　　　

Initially, in 631 Taizong 太宗ordered that monks should pay homage

to their parents　but after　2 years the order　was rescinded. Subsequently,

Gaozong高宗proclaimed in ６５７an edict which forbade monks to receive

homage from their parents and seniors. In 662 Gaozong ordered the court

to discuss whether monks should pay homage to the throne and their parents.

As ａ result of the fierce protests by the monks under the leadership of

Daoχｕａｎ道宣and Weiχiu 威秀，ａ compromise solution whereby monks

should pay homage only to their parents but not to the throne was proclaimed、

The monks however continued their opposition, and the state was quickly

obliged to rescind this edict also.

　　　

χuanzong玄宗assisted by Yao Chong 姚崇, enforced discipline in the

political world, and carried out ａ policy of repression against the Buddhist

community. As part of this repression Xuanzong issued in 714 the third

Tang edict proclaiming that monks should render homage to their parents,

and this was followed in the 10 th month of 733 by a proclamation that

monks should pay homage not only to their parents, but also to the throne.

Therefore, under the reign of χuanzong the Buddhist community submitted

temporarily to the secular forces. However, with the Rebellion of An Lu-

shan安峰山, the coercion of the monks to pay homage to the throne was

withdrawn in the g th month of 761 by Suzong蕭宗, after 28 years. This

situation

　

in

　

which the monks were not requested to pay homage to the

throne continued from the Later Tang right through the Song 宋and Jin 金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－１－



Dynasties. When the Ming 明was founded, and China thereby enteredａphase

of absolute monarchy, monks were completely subordinated to the secular

powers, and there were no changes during the Qing 清Dynasty･

FEUDAL DEPENDENTS CALLED 尺万客ANDＢＵＱＵ部曲IN THE

ＷＥＩ魏,JIN晋, SOUTHERN AND NORTHERN DYNASTIES 南北朝

Tang Chang-ru

　　

This is ａ translation into Japanese　from the first half of the Chinese

text written by Ｐｒｏ£Tang Chang-ru of Wuhan 武漢Ｕｎｉｖｅｒsitｙwho pre-

sented briefly its contents and those of the second part on March ｎ， 1981

at the Research Institute for Humanistic Studies of Kyoto University｡

　　

The author states at first that in the period of the Three Kingdoms ａ

great many bankrupt peasants had been drawn under the control of the

landlords (ｈａｏｑｉａｎｓ豪強）ａstheir dependents called 加客ｏｉぷａｎｋｅ　{田客，

and that such ａ social situation persisted and developed further in South

China until the end of the Southern Dynasties, as well as in North China

until at least 485 A. D. On the other hand, the government of the Jin

dynasty specified by legislation the number　of dependents　the　landlords

could have, and it made an　effort to bring them　back under its direct

control. The result was not very succesful, but we should pay attention

to the fact that the succeeding dynasties never　stopped enforcing the laｗ･

In 485, the government of the Northern Wei 北魏Dynasty established two sys-

tems of law called the Ｓａｎｚｈａｎｆｆｚhi三長制andthe Ｊｔ£組紐ｎｚhi均田制，

which enabled it to get back ａ great many tenants under its control and to

levy

　

taxes

　

on

　

them in exchange　for giving them　ａ 丘χed　field. It is

difficult,indeed, to find the existence of 秘in the historical materials at that

time, but if we call to mind the fact that the Ｊｕｎtｉａｎｚ尼乱lowedthe land-

lords to have some 丘elds under the name of their slaves, it would seem

certain that the slaves were ｍｉχedin reality with the tenants called at that

time Ｚｏがf憧隷. The meaning of 加z7が６ｓ equal to ｐｕli僕隷who were

allowed to receive their fields by the law established at the beginning of the

Sui

　

隋

　

period.

　

The title ｏ£か必 contained surely the　bｕｑｕ.the lowly

- ２－


